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第
一
節
序
論

一
名
誉
殴
損
の
救
済
方
法
と
し
て
の
原
状
回
復
請
求
権

二
差
止
請
求
権
と
の
関
係

第
二
節
比
較
法
的
考
察

第
三
節
名
誉
を
回
復
す
る
に
適
当
な
処
分

第
六
節
結
語

一
概
観

二
謝
罪
広
告

三
取
消
広
告
（
以
上
本
号
）

四
反
論
文
掲
載

五
判
決
公
表

第
四
節
い
わ
ゆ
る
「
謝
罪
広
告
・
取
消
広
告
を
強
制
す
る
こ
と
の
妥
当
性
の
問
題
」

第
五
節
訴
訟
法
上
・
執
行
法
上
の
問
題

民
法
七
一
一
一
一
一
条
の
名
誉
回
復
処
分
に
つ
い
て
（
上
）

安
次
富
哲
雄
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「
営
業
上
ノ
信
用
ヲ
回
復
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
処
置
」
（
不
正
競
一
条
ノ
ー
、
三
項
）
、
「
業
務
上
の
信
用
を
回
復
す
る
の
に
必
要

な
措
置
」
（
特
許
一
○
六
条
、
実
用
三
○
条
、
意
匠
四
一
条
、
商
標
三
九
条
）
、
「
著
作
者
の
名
誉
若
し
く
は
声
望
を
回
復
す
る
た

め
に
適
当
な
措
置
」
（
著
作
一
一
五
条
、
二
六
条
）
な
ど
と
特
別
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
れ
ら
信
用
等
の
侵
害
の
場
合

に
は
、
名
誉
段
損
の
場
合
と
類
似
の
事
情
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
営
業
上
の
信
用
、
著
作
者
と
し
て
の
名
誉
・
声
望

な
ど
も
社
会
的
評
価
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
民
法
七
二
三
条
で
い
う
名
誉
と
同
質
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

わ
が
国
の
判
例
で
は
、
名
誉
回
復
処
分
と
し
て
、
謝
罪
広
告
が
中
心
を
な
し
、
取
消
広
告
が
わ
ず
か
な
が
ら
認
め
ら
れ
、
反
論
文

掲
載
は
、
ま
だ
明
確
に
は
承
認
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
。
学
説
も
長
年
こ
の
こ
と
を
承
認
し
て
き
た
。
し
か
し
、
謝
罪
広
告
を

法
的
に
強
制
す
る
こ
と
が
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
良
心
の
自
由
（
憲
一
九
条
）
に
反
す
る
か
ど
う
か
争
わ
れ
た
最
高
裁
判
例

（
最
大
判
昭
三
一
・
七
・
四
民
集
一
○
巻
七
号
七
八
五
頁
）
を
契
機
に
、
謝
罪
広
告
の
問
題
が
憲
法
、
民
法
の
領
域
で
論
議
さ
れ
る

（
１
）

と
い
う
こ
と
に
よ
る
。

｜
名
誉
殴
損
の
救
済
方
法
と
し
て
の
原
状
回
復
請
求
権

不
法
行
為
に
対
す
る
救
済
方
法
と
し
て
は
、
金
銭
賠
償
を
原
則
と
す
る
（
七
二
一
一
条
一
項
）
が
、
民
法
七
二
一
一
一
条
は
、
そ
の
例
外

と
し
て
、
名
誉
殴
損
の
場
合
に
は
「
名
誉
ヲ
回
復
ス
ル
ー
ー
適
当
ナ
ル
処
分
」
（
以
下
、
名
誉
回
復
処
分
と
い
う
）
、
つ
ま
り
原
状
回

復
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
名
誉
殴
損
に
つ
い
て
特
則
を
設
け
た
根
拠
は
、
第
一
に
、
名
誉
殴
損
の
場
合
に
は
、
損
害
の
立

証
や
そ
の
金
銭
的
計
量
が
困
難
な
た
め
、
金
銭
賠
償
に
よ
る
救
済
が
不
十
分
で
あ
り
、
ま
た
第
二
に
、
虚
偽
の
言
説
な
ど
に
よ
る
社

会
的
評
価
の
低
下
が
名
誉
殴
損
で
あ
る
が
、
そ
の
低
下
状
態
を
回
復
（
な
い
し
除
去
）
す
る
た
め
に
は
、
加
害
者
が
、
問
題
の
言
説

を
虚
偽
だ
と
自
認
す
る
旨
を
公
表
し
た
り
、
被
害
者
本
人
が
反
論
す
る
な
ど
の
名
誉
回
復
処
分
に
よ
る
の
が
最
も
効
果
的
で
あ
る
、

第
一
節
序
論
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れ
て
い
る
。

二
差
止
購
求
横
と
の
関
係

前
述
し
た
よ
う
に
、
名
誉
回
復
処
分
は
、
不
法
行
為
の
効
果
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
損
害
賠
償
の
一
方
法
と
し

（
２
）

て
の
原
状
回
復
を
定
め
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
名
誉
回
復
処
分
は
、
被
害
者
に
対
す
る
社
会
的
評
価
の
低
下
と
い
う

侵
害
状
態
（
侵
害
結
果
）
を
回
復
（
復
元
）
す
る
手
段
と
解
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
回
復
手
段
と
し
て
は
、
一
般
に
、
謝
罪
広
告

な
い
し
取
消
広
告
に
よ
っ
て
第
三
者
な
い
し
世
人
へ
、
一
定
の
情
報
（
特
に
、
侵
害
行
為
と
し
て
な
さ
れ
た
一
定
の
言
説
の
虚
偽
で

あ
る
こ
と
・
そ
れ
に
よ
る
不
法
行
為
を
自
認
し
、
謝
罪
し
あ
る
い
は
取
消
す
内
容
の
も
の
）
を
伝
達
（
広
告
）
す
る
方
法
が
用
い
ら

よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
論
議
は
、
謝
罪
広
告
の
法
的
強
制
が
良
心
の
自
由
に
反
し
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
憲
法
的
視

点
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
た
し
か
に
、
謝
罪
広
告
が
憲
法
に
反
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
名
誉
回
復
処
分
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か

し
、
た
と
え
、
謝
罪
広
告
が
合
憲
で
あ
っ
て
も
、
民
法
上
、
名
誉
回
復
処
分
と
し
て
不
適
当
で
あ
れ
ば
、
名
誉
回
復
処
分
と
し
て
認

め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
名
誉
回
復
処
分
と
し
て
適
当
か
ど
う
か
の
民
法
的
視
点
か
ら
の
検
討
が
必
要
と
な
る
。
さ
ら
に
、
そ

れ
以
外
の
適
当
な
名
誉
回
復
処
分
の
有
無
も
検
討
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
既
存
の
名
誉
回
復
処
分
で
あ
る
謝
罪
広
告
、
取
梢
広
告
に
つ
い
て
、
そ
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を

法
的
に
強
制
す
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
参
考
に
し
つ
つ
名
誉
回
復
処
分
の
観
点
か
ら
、
そ
れ
ら
が
適
当
か

ど
う
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
反
論
文
掲
戦
請
求
、
判
決
公
表
な
ど
の
新
し
い
名
誉
回
復
処
分
に
つ
い
て
も
、
適
当
な

処
分
と
し
て
承
認
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
検
討
す
る
。
そ
の
上
で
、
各
回
復
処
分
の
妥
当
範
囲
な
ど
も
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

こ
の
ほ
か
に
、
名
誉
を
現
に
段
損
し
、
ま
た
段
損
が
継
続
し
て
い
る
と
き
、
そ
の
殴
損
の
原
因
を
除
去
す
る
こ
と
（
妨
害
排
除
）
、
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ま
た
名
誉
駿
損
の
危
険
が
明
白
に
存
す
る
場
合
に
そ
の
現
実
化
を
防
止
す
る
こ
と
（
妨
害
予
防
）
が
認
め
ら
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
。

結
論
的
に
い
え
ば
、
妨
害
排
除
・
妨
害
予
防
（
Ⅱ
差
止
）
と
も
に
明
文
の
規
定
は
な
い
が
、
解
釈
上
、
判
例
、
通
説
に
よ
り
肯
定
さ

（
３
）

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
看
板
の
設
置
、
図
書
の
継
続
的
販
一
元
、
映
画
の
上
映
な
ど
に
よ
る
名
誉
段
損
の
よ
う
に
、
侵
害
行

為
が
継
続
し
て
い
る
場
合
、
つ
ま
り
世
人
等
に
一
定
の
（
虚
偽
の
）
情
報
を
現
に
流
布
・
伝
播
し
つ
つ
あ
る
と
き
、
そ
の
行
為
を
禁

ず
る
こ
と
（
た
と
え
ば
、
看
板
の
撤
去
あ
る
い
は
塗
抹
、
図
書
の
将
来
に
向
か
っ
て
の
頒
布
禁
止
、
映
画
の
将
来
に
向
か
っ
て
の
上

映
禁
止
な
ど
）
、
い
わ
ゆ
る
妨
害
排
除
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
次
に
将
来
予
定
さ
れ
て
い
る
そ
の
よ
う
な
侵
害
行
為
を
事
前
に
差
止

め
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
妨
害
予
防
も
同
様
に
、
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（
↓
）

そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
、
対
世
的
・
排
他
的
な
性
質
を
有
す
る
人
格
権
に
基
づ
く
差
止
請
求
権
と
構
成
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら

の
差
止
請
求
に
つ
い
て
は
、
言
論
の
自
由
の
保
障
（
憲
二
一
条
）
と
の
間
の
合
理
的
調
整
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
不
法
行
為
の
効
果
と
し
て
の
原
状
回
復
の
一
つ
で
あ
る
名
誉
回
復
処
分
と
、
人
格
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
と
は
成
立

（
５
）

要
件
等
で
異
な
る
。
名
誉
回
復
処
分
は
、
侵
害
結
果
の
復
旧
、
妨
害
排
除
は
妨
害
原
因
の
除
去
で
あ
る
と
一
一
二
□
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

名
誉
回
復
処
分
は
違
法
、
有
賀
を
要
件
と
す
る
が
、
妨
害
排
除
は
違
法
だ
け
で
、
有
責
は
要
件
と
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
妨
害
排
除

の
方
が
人
格
権
保
護
手
段
と
し
て
、
有
効
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
ド
イ
ツ
、
ス
イ
ス
な
ど
で
も
、
侵
害
結
果
の
復
旧
の
た
め
に
、

妨
害
排
除
が
用
い
ら
れ
た
り
す
る
。
た
と
え
ば
、
週
刊
誌
に
よ
る
名
誉
殴
損
的
な
記
事
の
流
布
に
よ
り
他
人
の
名
誉
を
段
損
し
た
場

合
、
妨
害
原
因
の
除
去
は
週
刊
誌
の
回
収
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
流
布
さ
れ
た
事

実
は
虚
偽
で
あ
る
の
で
取
消
す
旨
の
同
一
週
刊
誌
で
の
公
表
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
取
消
は
、
低
下
し
た
社
会
的
評
価
の
復
旧
と
解

（
６
）

（
７
）

せ
ら
れ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
判
例
、
通
説
と
も
に
こ
れ
を
妨
害
排
除
と
解
し
て
い
る
。
ま
た
、
ス
イ
ス
で
は
、

侵
害
行
為
が
終
了
し
た
が
、
そ
れ
が
作
用
を
持
続
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
侵
害
行
為
の
違
法
確
認
お
よ
び
そ
の
判
決
の
公
表
を
認
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め
、
そ
れ
を
妨
害
排
除
と
構
成
し
て
い
る
（
胃
寸
・
呂
陣
９
ｍ
．
」
》
四
国
○
国
）
。
し
か
し
、
前
述
の
週
刊
誌
に
よ
る
名
誉
段
損
的
な
記

事
の
流
布
の
例
で
言
え
ば
、
そ
の
流
布
行
為
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
判
決
の
公
表
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
被
害
者
の
社
会

的
評
価
を
復
旧
す
る
措
置
と
解
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
前
述
の
例
は
、
視
点
を
変
え
て
見
れ
ば
、
妨
害
原
因
の
除
去
と
い
え
な
く
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
主
張
さ
れ
た
虚
偽

の
事
実
が
世
人
の
記
憶
中
に
残
り
、
将
来
に
わ
た
り
、
被
害
者
の
社
会
的
評
価
を
低
下
せ
し
め
る
源
泉
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味

で
は
、
そ
の
除
去
を
目
的
と
す
る
取
消
請
求
権
、
違
法
確
認
判
決
の
公
表
な
ど
は
、
妨
害
排
除
と
い
え
な
く
も
な
岨
・
要
す
る
に
、

妨
害
排
除
と
原
状
回
復
の
差
異
は
、
理
論
上
は
と
も
か
く
、
実
務
上
は
、
必
ら
ず
し
も
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
こ

の
こ
と
は
、
一
方
で
、
妨
害
排
除
の
方
が
有
賀
性
を
要
し
な
い
の
で
、
保
護
を
認
め
や
す
い
と
い
う
こ
と
、
他
方
で
、
こ
の
保
護
手

段
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
妨
害
排
除
と
も
原
状
回
復
と
も
解
さ
れ
る
こ
と
に
起
因
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
外
国
法
の
紹
介
に
あ
た
っ
て
も
、
広
く
、
名
誉
殿
損
に
対
す
る
原
状
回
復
的
保
識
手
段
の
み
な
ら
ず
、
妨
害
排
除
的

な
も
の
も
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。

第
二
節
比
較
法
的
考
察

（
９
）

１
ド
イ
ツ
法
（
ア
）
総
説
名
誉
殴
損
に
つ
い
て
、
民
法
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
）
上
は
、
直
接
の
規
定
を
有
せ
ず
、
刑
法
（
Ｓ

ｔ
Ｇ
Ｂ
）
一
八
六
条
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
一
八
六
条
は
、
「
他
人
に
関
し
て
そ
の
者
を
軽
蔑

せ
し
め
、
ま
た
は
社
会
的
評
価
を
低
下
せ
し
め
る
に
足
る
事
実
を
主
張
し
あ
る
い
は
こ
れ
を
流
布
し
た
者
は
、
そ
の
事
実
が
真
実
で

あ
る
こ
と
の
証
明
が
な
い
限
り
」
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
同
条
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
一
一
一
条
に
い
う
保
護
法
規
で
あ
る

の
で
、
同
条
に
違
反
し
た
者
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
負
い
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
に
よ
る
原
溶
曙
建
議
窓
負
う
。
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ま
た
、
名
誉
権
な
い
し
そ
れ
を
包
含
す
る
一
般
的
人
格
者
は
、
絶
対
権
と
し
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
○
○
四
条
に
よ
る
妨
害
予
防
、
妨
害
排
除

に
よ
る
保
發
を
与
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
名
誉
段
損
の
際
の
差
止
的
、
原
状
回
復
的
救
済
と
し
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
○
○
四
条
に
基
づ
く
妨
害
予
防
、
妨
害
排
除
の

ほ
か
、
同
二
四
九
条
の
原
状
回
復
の
一
種
と
し
て
の
名
誉
段
損
的
主
張
の
取
梢
（
言
昼
の
月
具
）
、
お
よ
び
取
消
を
命
ず
る
判
決
の
公

表
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
取
消
お
よ
び
取
消
判
決
の
公
表
は
、
当
初
、
前
述
の
ご
と
く
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
に
基
づ
く

も
の
と
解
さ
れ
た
（
原
状
回
復
的
取
消
請
求
権
）
が
、
現
在
で
は
、
判
例
、
通
説
に
よ
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
○
○
四
条
に
基
づ
く
有
資
性

を
要
し
な
い
妨
害
排
除
の
一
種
（
妨
害
排
除
的
取
梢
請
求
権
）
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
ほ
か
、
謝
罪
を
含

（
い
》

ん
だ
取
消
も
近
代
以
前
に
は
あ
っ
た
が
、
古
く
よ
り
判
例
、
学
説
に
よ
り
否
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
、
州
新
聞
法
、
州
放
送

法
な
ど
に
基
づ
く
権
利
で
は
あ
る
が
、
名
誉
殴
損
の
原
状
回
復
的
（
あ
る
い
は
予
防
的
）
に
も
機
能
し
う
る
反
論
権
も
こ
こ
で
掲
げ

ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
Ｍ
）

（
イ
）
取
消
請
求
権
①
総
説
取
消
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
》
」
と
が
あ
る
の
で
、
以
下
に
お
い
て
は
、
本
稿

と
の
関
連
で
必
要
な
部
分
に
つ
き
、
そ
の
要
点
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

取
消
は
、
事
実
主
張
が
真
実
に
反
す
る
の
で
取
消
す
旨
の
言
明
な
い
し
宣
言
が
、
事
実
主
張
が
な
さ
れ
た
の
と
同
じ
方
法
で
な
さ（
脳
）

れ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
公
然
の
事
実
主
張
に
よ
る
名
誉
段
損
の
有
効
な
救
済
手
段
で
あ
る
。
特
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
五
三
条

は
、
慰
謝
料
を
限
定
的
に
し
か
認
め
ず
、
し
た
が
っ
て
、
損
害
と
し
て
は
精
神
的
な
も
の
を
中
心
と
す
る
名
誉
殿
損
の
救
済
と
し
て
、

損
害
賠
償
に
よ
る
方
法
は
、
き
わ
め
て
不
十
分
で
あ
る
。

②
取
梢
の
要
件
第
一
に
、
侵
害
行
為
が
客
観
的
違
法
性
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
事
実
主
張
に
よ
る
名
誉
段
損
の
場
合
に

は
、
加
害
者
が
そ
の
事
実
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
え
な
い
と
き
違
法
と
な
る
。
そ
の
場
合
に
も
、
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、
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加
害
者
は
、
侵
害
行
為
が
正
当
利
益
の
擁
謹
の
た
め
に
な
さ
れ
た
旨
を
援
用
し
て
免
責
さ
れ
う
る
が
、
取
梢
請
求
に
つ
い
て
は
、
被

害
者
が
事
実
の
虚
偽
性
を
立
証
す
れ
ば
認
容
さ
れ
る
。
，

第
二
に
、
取
消
さ
れ
る
の
は
、
事
実
の
主
張
に
限
定
さ
れ
、
意
見
、
価
値
判
断
は
取
梢
の
対
象
た
り
え
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。

取
梢
の
対
象
を
事
実
主
張
に
限
定
す
る
理
由
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
先
ず
、
名
誉
は
、
人
の
人
格
的
価
値
に
つ
い

て
の
社
会
の
評
価
で
あ
り
、
そ
の
評
価
は
事
実
を
基
礎
と
し
て
形
成
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
真
実
の
事
実
は
、
社
会
的
評
価
形
成

の
た
め
不
可
欠
で
あ
る
が
、
虚
偽
の
事
実
は
、
評
価
形
成
を
歪
め
る
も
の
で
あ
り
、
名
誉
保
謹
の
た
め
に
制
限
さ
れ
う
る
。
次
に
、

事
実
の
真
否
は
証
明
可
能
で
あ
り
、
主
張
の
許
否
の
基
準
と
さ
れ
う
る
。
そ
れ
に
反
し
、
価
値
判
断
は
、
主
観
的
性
質
を
有
し
、
そ

れ
ゆ
え
、
社
会
的
評
価
形
成
力
が
事
実
に
比
べ
弱
い
。
ま
た
、
価
値
判
断
は
、
真
否
の
立
証
に
な
じ
ま
ず
、
当
否
の
問
題
に
と
ど
ま

る
。
さ
ら
に
、
社
会
的
評
価
は
、
社
会
を
構
成
す
る
個
々
人
の
価
値
判
断
に
基
礎
を
お
く
一
般
的
価
値
判
断
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、

個
々
人
の
価
値
判
断
を
制
限
す
れ
ば
、
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
名
誉
か
ら
そ
の
基
礎
を
奪
う
こ
と
に
な
る
。
最
後
に
、
不
当
な
価

値
判
断
を
制
限
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
制
限
は
、
意
見
発
表
の
自
由
（
シ
１
．
ｍ
シ
す
、
。
］
。
。
）
と
相
容
れ
な
い
。

第
三
に
、
侵
害
の
継
続
性
を
要
す
る
。

第
四
に
、
侵
害
行
為
が
言
語
的
な
発
表
に
限
る
。
他
の
種
類
の
侵
害
行
為
は
う
取
梢
に
な
じ
ま
な
い
か
ら
で
あ
る
。

第
五
に
、
侵
害
除
去
の
必
要
性
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
、
取
梢
は
、
内
容
お
よ
び
形
式
に
お
い
て
、
継
続
的
な
名
誉
侵
害
を
排
除

す
る
の
に
必
要
か
つ
適
切
な
限
度
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
。
加
害
者
の
謝
罪
や
屈
辱
を
目
的
と
し
て
は
い
け
な
い
し
、
被
害
者
の
名

誉
感
情
の
回
復
を
目
的
と
し
て
も
な
ら
な
い
。
し
「

③
取
梢
の
種
類
お
よ
び
方
式
⑧
取
梢
の
種
類
司
取
梢
の
種
類
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の
が
あ
り
、
裁
判
官
は
、
民
事
訴

（
卿
）

訟
法
（
Ｚ
Ｐ
ｏ
）
一
二
○
八
条
の
制
限
を
踏
み
越
え
な
い
範
囲
で
、
事
件
の
具
体
的
事
情
に
合
わ
せ
て
適
切
な
種
類
の
取
消
を
認
め
る
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ま
ず
、
無
制
限
の
取
梢
は
、
主
張
の
不
真
実
性
が
立
証
さ
れ
た
と
き
に
認
め
ら
れ
、
事
実
主
張
の
不
真
実
の
承
認
と
解
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
不
真
実
を
自
認
さ
せ
る
こ
と
は
、
自
由
な
意
見
発
表
の
権
利
、
自
己
の
良
心
の
み
に
従
っ
て
行
動
す
る
権
莉
地
な
ど
に

（
川
）

反
す
る
と
し
て
、
》
」
の
無
制
限
的
取
消
を
認
め
な
い
学
説
も
あ
る
。

制
限
的
取
消
と
は
、
被
告
が
主
張
の
真
実
性
を
証
明
し
え
な
い
た
め
違
法
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
挙
証
責
任
を
負
っ
て
い
る
原
告

の
方
も
、
そ
の
主
張
の
不
真
実
性
を
立
証
し
え
な
い
場
合
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
取
梢
義
務
者
は
、
証
拠
調
べ
の
結
果
に
よ
れ
ば
、

そ
の
主
張
を
保
持
し
え
な
い
旨
を
宣
言
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
無
制
限
の
取
梢
を
認
め
な
い
学
説
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
取
梢
の

基
本
的
形
態
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

訂
正
、
補
充
は
、
事
実
主
張
が
真
実
に
反
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
不
完
全
、
一
方
的
、
不
明
瞭
あ
る
い
は
誇
張
的
で
聴
者
や
読

者
に
誤
解
を
与
え
や
す
い
場
合
に
な
さ
れ
る
取
消
で
、
主
張
の
訂
正
・
補
充
の
宣
言
に
よ
り
な
さ
れ
る
。

暫
定
取
消
に
お
い
て
は
、
被
告
は
、
仮
処
分
の
方
法
で
、
そ
の
主
張
を
「
目
下
の
と
こ
ろ
」
あ
る
い
は
「
現
時
点
で
は
」
保
持
で

き
な
い
旨
の
宣
言
を
さ
せ
ら
れ
る
。

⑥
取
梢
の
方
式
連
邦
一
顧
法
裁
判
所
は
、
取
消
を
命
ず
る
判
決
が
、
人
間
の
尊
厳
、
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
お
よ
び
自
由

な
意
見
発
表
の
権
利
（
エ
ュ
』
》
国
》
、
。
。
）
の
保
障
に
反
す
る
と
し
て
申
立
て
ら
れ
た
憲
法
異
議
に
お
い
て
、
概
略
、
以
下
の
よ

（
暇
》

う
な
決
定
を
下
し
た
。
す
な
わ
ち
、
八
取
梢
義
務
者
は
、
屈
辱
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
て
は
い
け
な
い
。
取
梢
義
務
者
は
、
そ
の
確
信
を

変
え
る
こ
と
も
、
ま
た
、
現
存
し
な
い
確
信
の
一
窯
化
を
外
部
へ
告
曰
す
る
こ
と
も
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
取
消
義

務
者
は
、
そ
の
宣
言
中
で
自
分
に
下
さ
れ
た
確
定
判
決
の
履
行
と
し
て
宣
言
し
て
い
る
旨
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う

な
宣
言
に
お
い
て
は
、
人
間
の
尊
厳
に
対
す
る
侵
害
は
あ
り
え
な
い
ｖ
。
要
す
る
に
、
こ
の
決
定
は
、
取
済
義
務
者
が
、
取
消
を
確

こ
と
が
で
き
る
。
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取
梢
に
つ
い
て
は
、
そ
の
強
制
に
よ
る
取
消
義
務
者
へ
の
屈
辱
の
回
避
が
た
え
ず
意
識
さ
れ
て
き
た
。
特
に
、
前
述
の
憲
法
裁
判

所
の
決
定
を
契
機
に
、
議
論
が
活
発
化
し
て
い
る
。
こ
の
憲
法
裁
判
所
決
定
は
、
事
実
主
張
に
つ
い
て
、
取
梢
を
命
ぜ
ら
れ
て
も
、

そ
の
事
実
が
真
実
だ
と
い
う
確
信
は
変
え
ず
、
取
消
は
確
定
判
決
の
履
行
と
し
て
行
な
う
旨
を
取
消
文
中
で
表
現
し
て
よ
い
、
と
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
取
梢
の
効
力
を
弱
め
る
旨
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
論
者
の
中
に
は
、
取
梢
の
代
わ
り
に
、
例
え
ば
、
主

（
晦
）

張
の
不
真
実
の
確
認
判
決
の
公
表
を
提
案
す
る
者
も
い
る
。

、
訴
訟
法
・
執
行
法
上
の
問
題
通
説
、
判
例
は
、
主
張
の
不
真
実
性
が
確
定
的
で
あ
る
こ
と
の
挙
証
賢
任
を
原
告
（
被
害
者
）

に
負
わ
せ
て
い
る
。
そ
う
解
し
な
け
れ
ば
、
取
梢
義
務
者
は
、
真
実
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
主
張
を
不
真
実
で
あ
る
と
宣
言
す
る
こ

と
を
法
に
よ
り
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
取
梢
義
務
者
の
良
心
の
圧
迫
に
な
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
、
取
梢
の
本
質
を
判

例
、
通
説
の
い
う
制
限
的
取
消
と
解
す
る
立
場
を
と
る
者
は
、
損
害
賠
償
な
ど
の
場
合
と
同
様
に
被
告
（
加
害
者
）
に
主
張
が
真
実

で
あ
る
こ
と
の
挙
証
責
任
を
負
わ
せ
て
い
る
。

取
消
判
決
の
執
行
に
つ
い
て
、
判
例
、
通
説
は
、
主
張
の
効
力
は
ま
さ
に
そ
の
主
張
者
に
よ
っ
て
の
み
元
の
状
態
に
戻
さ
れ
う
る

と
み
て
、
不
代
替
的
作
為
を
目
的
と
す
る
債
権
の
執
行
方
法
（
血
路
⑭
弓
。
）
に
よ
る
と
解
し
て
い
る
。

（
ウ
）
判
決
公
表
取
梢
を
命
ず
る
判
決
を
被
告
の
費
用
で
、
新
聞
等
に
公
表
す
る
権
限
を
原
告
に
与
え
る
判
決
公
表
も
、
名

誉
段
損
の
救
済
と
し
て
有
効
で
あ
魂
・
こ
の
こ
と
は
、
特
に
名
誉
段
損
的
な
発
表
が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
、
流
布
さ
れ
た

と
き
に
妥
当
す
る
。
不
正
競
争
（
留
寧
》
写
、
出
口
ゴ
ロ
）
お
よ
び
著
作
権
侵
害
（
⑰
』
ろ
ロ
昌
○
）
の
場
合
の
判
決
公
表
に
つ
い

て
は
、
明
文
の
規
定
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
判
決
公
表
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
明
文
の
規
定
は
な
い
。

定
判
決
の
履
行
と
し
て
宣
言
し
て
い
る
旨
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
屈
辱
を
回
避
で
き
る
と
す
る
見
地
か
ら
一
の
解
決
策
を
示

し
て
い
る
。
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（
ｍ
）

判
例
は
、
損
害
賠
償
の
一
種
で
あ
る
原
状
回
復
（
⑫
函
乞
ロ
○
国
）
あ
る
い
は
妨
害
帯
排
除
（
⑰
Ｓ
Ｅ
因
○
国
）
と
し
て
、
特
に
近
時

は
妨
害
排
除
と
し
て
、
判
決
公
表
を
認
め
て
い
る
。
学
説
も
ほ
ぼ
こ
の
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
。

取
消
の
よ
う
に
虚
偽
の
自
認
の
公
表
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
判
決
公
表
も
敗
訴
し
た
こ
と
な
ど
を
世
間
に
公
表
さ
せ
る
の
で
、

被
告
に
屈
辱
感
を
与
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
判
決
公
表
は
、
妨
害
排
除
の
た
め
に
必
要
な
限
度
で
、
か
つ
不
必
要
な
屈
辱
を
与
え
な

（
鋤
）

い
方
法
で
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
が
具
体
的
事
件
の
董
璽
事
情
を
考
慮
し
て
、
必
要
性
、

（
釦
》

公
表
さ
れ
る
新
聞
、
公
表
さ
れ
る
期
間
な
ど
を
判
決
で
確
定
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
判
決
公
表
は
、
被
告
に
と
っ
て
、
邸
泊
よ
り
も
、
屈
辱
感
が
少
な
く
、
ま
た
原
告
に
よ
る
公
表
な
の
で
、
迅
速
に
な
さ
れ
う

（
滋
）

ろ
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
主
張
者
本
人
が
取
消
す
の
で
は
な
い
点
で
、
妨
害
排
除
的
な
刀
が
取
酒
、
に
比
べ
弱
い
。
し
た
が
っ

て
、
存
在
意
義
は
少
な
い
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
取
消
よ
り
も
、
判
決
公
表
の
方
が
効
力
が

（
、
）

大
で
あ
る
。
先
ず
、
世
間
的
信
用
の
な
い
者
の
取
消
は
、
そ
の
｛
邸
桐
も
世
間
で
信
用
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
名
誉
壁
頂
的
な
事
実

を
除
去
す
る
力
も
弱
い
。
次
に
、
世
間
の
人
々
の
大
多
数
は
、
事
実
が
虚
偽
だ
と
い
う
理
由
が
知
ら
さ
れ
な
い
と
、
一
度
な
さ
れ
た

主
張
が
、
た
と
え
取
消
さ
れ
て
も
、
そ
の
主
張
に
一
定
の
蓋
然
性
を
認
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
理
由
も
付

さ
れ
る
判
決
公
表
の
方
が
、
取
梢
よ
り
も
適
切
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
虚
偽
の
事
実
を
含
む
壷
禍
者
の
文
を
掲
載
し
た
新
聞
発
行
者
が

責
任
を
負
う
場
合
に
は
、
事
実
が
真
実
に
反
す
る
と
い
う
確
認
判
決
の
公
表
が
よ
り
適
切
で
あ
る
。
最
後
に
掲
げ
た
事
例
は
、
取
消

判
決
の
公
表
で
は
な
く
確
認
判
決
の
公
表
に
つ
い
て
の
例
で
あ
る
が
、
確
認
判
決
の
公
表
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
別
）
「

（
海
）

学
説
に
よ
っ
て
は
、
確
認
判
決
の
公
表
を
提
唱
す
る
。
た
と
え
ば
、
ラ
イ
ポ
ル
ト
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
一
五
六
条
を
類
推
適
用
し
て
、
被

告
の
主
張
の
不
真
実
を
確
認
す
る
確
認
の
訴
を
提
唱
し
、
そ
の
確
認
判
決
を
Ｗ
Ｒ
Ｇ
二
三
条
二
項
な
ど
を
類
推
適
用
し
て
、
被
告
の

（
諾
）

費
用
負
洲
］
で
、
こ
の
主
張
の
流
布
状
態
に
対
応
す
る
方
法
で
公
表
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
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（
調
）

（
エ
）
反
論
権
反
墾
繼
（
Ｑ
・
銅
・
且
画
…
］
］
已
昌
“
…
耳
）
と
は
、
定
期
刊
行
の
新
聞
・
雑
誌
、
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
等
（
以
下
、

新
聞
・
雑
誌
等
に
つ
い
て
、
述
べ
る
こ
と
と
す
る
）
の
報
道
（
事
実
の
叙
述
に
限
る
）
に
よ
っ
て
、
「
影
響
さ
れ
た
（
ず
の
←
『
・
廟
の
二

ｍ
の
旨
）
」
者
が
、
自
己
の
反
対
陳
述
Ⅱ
反
論
を
原
則
と
し
て
、
原
報
道
と
同
じ
箇
所
、
同
じ
ス
ペ
ー
ス
、
同
じ
活
字
で
、
ま
た
無
料

で
掲
載
す
る
よ
う
当
の
新
聞
・
雑
誌
等
に
請
求
す
る
権
利
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
反
論
権
は
、
掲
載
義
務
者
が
そ
の
義
務
を
履
行
し

な
い
場
合
、
通
常
裁
判
所
で
訴
求
し
う
る
私
法
上
の
請
求
権
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
反
論
権
は
、
原
報
道
が
事
実
に
反
す

る
か
ど
う
か
、
違
法
、
有
賀
で
あ
る
か
ど
う
か
、
原
報
道
で
影
響
さ
れ
た
者
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
お
よ
び
反
論
内
容

が
事
実
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
定
の
形
式
的
要
件
を
満
た
し
て
お
れ
ば
、
原
則
的
に
請
求
権
が
発
生
す
る
（
形
式

性
）
。
ま
た
、
反
論
は
、
反
論
文
を
受
領
後
、
発
刊
さ
れ
る
す
ぐ
次
の
号
に
掲
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
、
反
論
義
務
者
が
任
意
に
履
行
し
な
い
場
合
に
も
、
仮
処
分
手
続
き
の
準
用
に
よ
り
迅
速
な
権
利
実
現
の
方
策
が
譜
ぜ
ら
れ
て

い
る
（
迅
速
住
）
。

求
を
拒
否
で
き
る
。

原
報
道
の
事
実
叙
述
（
意
見
・
価
値
判
断
は
除
か
れ
る
）
に
よ
り
影
響
さ
れ
た
者
Ⅱ
反
論
権
者
は
、
反
論
義
務
者
（
責
任
編
集
者

お
よ
び
発
行
者
）
へ
原
報
道
の
公
表
後
三
カ
月
以
内
に
、
法
定
の
要
件
を
具
備
し
た
反
論
文
を
提
出
し
掲
載
請
求
し
う
る
。
反
論
義

務
者
は
、
締
切
ら
れ
て
い
な
い
す
ぐ
次
の
号
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
反
論
が
、
形
式
あ
る
い
は
内
容
に
お
い
て

要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
掲
載
義
務
に
関
す
る
法
定
さ
れ
た
例
外
要
件
が
あ
る
と
き
は
、
反
論
義
務
者
は
、
掲
載
請

掲
載
義
務
者
が
任
意
に
履
行
し
な
い
と
き
は
、
通
常
裁
判
所
に
提
訴
で
き
る
。
こ
の
手
続
は
、
民
事
訴
訟
法
の
仮
処
分
の
発
令
手

続
に
関
す
る
規
定
が
準
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
保
全
の
必
要
性
の
疎
明
は
不
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
裁
判
所
の
反
論
文

掲
載
命
令
は
、
間
接
強
制
＄
雷
、
弓
○
）
に
よ
り
、
履
行
を
強
制
さ
れ
る
。

（
迅
速
性
）
。
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実
の
陳
述
に
限
ら
れ
る
。

（
４
）
反
論
の
実
現
の
た
め
に
は
、
通
常
裁
判
所
へ
の
出
訴
が
許
さ
れ
る
。
裁
判
所
は
、
被
影
響
者
の
申
立
て
に
基
づ
き
、
責

任
編
集
者
お
よ
び
発
行
者
が
三
項
の
形
式
で
、
反
論
を
公
表
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
仮
処
分
の
発
令
手
続
に
関
す
る

民
事
訴
訟
法
の
規
定
は
、
こ
の
手
続
に
準
用
さ
れ
る
。
こ
の
請
求
権
を
危
う
く
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
疎
明
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。

各
州
新
聞
法
の
反
論
権
に
関
す
る
規
定
は
、
基
本
的
に
は
同
じ
内
容
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
標
準
的
内
容
の
パ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ

ル
テ
ン
ベ
ル
ク
新
聞
法
二
条
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

「
（
１
）
定
期
刊
行
の
印
刷
物
の
責
任
編
集
者
お
よ
び
発
行
者
は
、
そ
の
印
刷
物
中
で
な
さ
れ
た
事
実
主
張
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ

た
（
す
の
芹
・
廟
の
ロ
②
の
旨
）
人
あ
る
い
は
機
関
（
の
怠
］
］
の
）
の
反
論
を
掲
載
す
る
義
務
を
負
う
。
そ
の
義
務
は
、
事
実
主
張
が
現
れ
た

印
刷
物
の
す
べ
て
の
特
別
版
に
及
ぶ
。

（
２
）
影
響
さ
れ
た
人
あ
る
い
は
機
関
が
、
公
表
に
関
す
る
正
当
利
益
を
全
く
有
し
な
い
と
き
、
あ
る
い
は
反
論
が
そ
の
範
囲

に
お
い
て
適
切
で
な
い
と
き
、
あ
る
い
は
営
業
上
の
取
引
に
役
立
つ
広
告
の
場
合
に
は
、
反
論
の
掲
載
義
務
は
存
し
な
い
。
反
論
が

異
議
を
述
べ
ら
れ
た
文
章
の
範
囲
を
超
え
な
い
な
ら
ば
、
反
論
は
、
適
切
と
み
な
さ
れ
る
。
反
論
は
、
事
実
の
陳
述
に
限
ら
れ
、
ま

た
い
か
な
る
罪
に
な
る
内
容
も
含
ん
で
は
な
ら
な
い
。
反
論
は
文
書
形
式
を
必
要
と
し
、
ま
た
被
影
響
者
（
：
『
国
の
←
『
・
魚
の
ロ
の
）
あ

る
い
は
そ
の
法
定
代
理
人
に
よ
り
署
名
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
反
論
が
遅
滞
な
く
、
遅
く
と
も
公
表
後
三
カ
月
以
内
に
責

任
編
集
者
あ
る
い
は
発
行
者
に
交
付
さ
れ
る
と
き
に
の
み
、
被
影
響
者
あ
る
い
は
そ
の
代
理
人
は
掲
載
を
請
求
し
う
る
。

（
３
）
反
論
は
、
提
出
物
の
受
領
後
、
す
ぐ
次
の
、
印
刷
の
た
め
に
締
切
ら
れ
て
い
な
い
号
で
、
異
議
を
申
し
立
て
ら
れ
て
い

る
文
章
と
同
じ
活
字
を
も
っ
て
、
お
よ
び
印
刷
物
の
同
じ
部
分
で
、
挿
入
文
や
省
略
な
し
に
掲
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
反
論

は
、
読
者
の
手
紙
の
形
式
で
現
れ
て
は
な
ら
な
い
。
掲
載
は
無
料
と
す
る
。
反
論
に
対
し
て
同
一
の
号
で
意
見
を
述
べ
る
者
は
、
事
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本
案
手
続
は
行
な
わ
れ
な
い
。

（
５
）
一
項
な
い
し
四
項
は
、
連
邦
、
州
、
市
町
村
（
市
町
村
一
學
台
）
の
立
法
機
関
あ
る
い
は
決
定
機
関
な
い
し
裁
判
所
の
公

開
会
議
に
関
す
る
真
実
の
報
道
に
は
適
用
さ
れ
な
い
」
（
⑫
巨
尾
○
ｍ
目
・
ロ
ー
言
回
§
§
ず
の
侭
）
。

２
ス
イ
ス
法
（
ア
）
総
説
ス
イ
ス
民
法
（
Ｚ
Ｇ
Ｂ
）
一
一
八
条
、
二
八
ａ
条
～
二
八
１
条
お
よ
び
債
務
法
（
Ｏ
Ｒ
）

四
九
条
に
、
人
格
の
違
法
侵
害
に
対
す
る
保
護
を
定
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
一
九
八
三
年
一
一
月
一
六
日
に
改
正
さ
れ
、
一

九
八
五
年
七
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
る
。

人
格
を
違
法
に
侵
害
さ
れ
て
い
る
者
は
、
そ
の
保
護
の
た
め
に
侵
害
者
に
対
し
以
下
の
訴
を
提
起
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

（
胃
芹
・
路
８
ｍ
）
・
「
急
迫
す
る
侵
害
の
禁
止
」
の
訴
（
妨
害
予
防
の
訴
）
、
「
現
存
す
る
侵
害
の
除
去
」
の
訴
（
妨
害
排
除
の
訴
）
、

「
侵
害
の
違
法
性
の
確
認
」
の
訴
で
あ
る
（
胃
←
・
呂
口
与
吻
』
日
切
）
。
訂
正
、
確
認
判
決
の
第
三
者
へ
の
伝
達
、
公
表
の
請
求

も
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
胃
←
・
呂
画
与
切
・
画
国
。
ｍ
）
。
さ
ら
に
、
損
害
賠
償
の
訴
、
満
足
措
置
の
訴
な
ど
も
提
起
で
き
る

（
胃
←
・
圏
口
厚
噸
・
単
国
Ｑ
Ｐ
胃
芦
・
お
○
罰
）
。
ま
た
、
妨
害
予
防
の
訴
に
つ
い
て
は
、
迅
速
な
手
続
に
よ
る
措
置
が
規
定
さ
れ
て

い
る
が
、
裁
判
所
の
指
定
す
る
期
限
内
あ
る
い
は
遅
く
と
も
一
一
一
○
日
以
内
に
訴
を
提
起
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
措
置
は
失
効
す
る
｝
」
と

に
な
っ
て
い
る
（
胃
一
・
畠
Ｐ
呂
旦
路
の
目
国
）
。
ま
た
、
人
格
権
保
護
手
段
と
し
て
、
民
法
典
中
に
、
反
論
権
に
関
す
る
規
定
を

（
胡
）

置
い
た
（
鯵
再
苛
・
路
、
～
圏
へ
園
○
国
）
。
こ
の
点
で
は
、
き
わ
め
て
画
期
的
な
民
法
で
あ
る
。

本
稿
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
妨
害
排
除
請
求
権
、
訂
正
、
確
認
判
決
の
伝
達
。
公
表
請
求
権
、
満
足
措
置
請
求
権
、
反
論
権
な
ど

で
あ
る
。

（
イ
）
妨
害
排
除
請
求
権
妨
害
排
除
と
し
て
は
、
現
存
す
る
侵
害
の
除
去
、
例
え
ば
、
名
誉
を
侵
害
す
る
よ
う
な
記
事
を
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掲
載
し
た
新
聞
の
流
布
を
阻
止
す
る
こ
と
、
本
の
回
収
、
写
真
の
ネ
ガ
の
破
棄
、
個
人
デ
ー
タ
ー
を
記
載
し
た
カ
ー
ド
を
訂
正
し
あ

る
い
は
抹
消
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
蕊
。
旧
法
の
下
で
は
、
民
法
二
八
条
一
項
で
こ
の
妨
害
排
除
請
求
権
を
、
同
二
八
条
二
項
と
債

務
法
四
九
条
で
損
害
賠
償
と
満
足
措
置
を
そ
れ
ぞ
れ
人
格
権
の
保
護
方
法
と
し
て
、
規
定
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
解
釈
上
、
こ
の
妨

害
排
除
の
下
で
、
一
方
で
は
、
妨
害
予
防
の
訴
を
、
他
方
で
は
、
訂
正
の
伝
達
・
公
鈍
、
確
認
判
決
の
伝
達
・
公
蕊
を
認
め
て
い
た
。

（
ゥ
）
訂
正
、
確
認
判
決
の
伝
達
・
公
表
判
例
上
、
妨
害
排
除
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
た
訂
正
、
確
認
判
決
の
伝
達
・
公

表
は
、
新
法
二
八
ａ
条
で
明
文
で
承
認
さ
れ
て
い
る
。
侵
害
行
為
は
止
ん
だ
が
、
侵
害
作
用
が
持
続
し
て
い
る
場
合
に
は
、
被
害
者

は
、
そ
の
侵
害
行
為
の
違
法
の
確
認
訴
訟
を
提
起
で
き
（
シ
１
９
圏
陣
患
い
・
］
国
○
国
）
、
そ
の
判
決
を
特
定
集
団
（
た
と
え
ば
、
団

体
構
成
員
）
に
「
伝
達
し
、
あ
る
い
は
、
新
聞
等
で
公
表
（
公
生
巳
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
シ
『
←
・
田
・
産
の
．
西

目
、
）
。
ま
た
、
訂
正
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
、
伝
達
や
新
聞
等
で
の
公
表
（
公
告
）
を
請
求
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
シ
ュ
・

呂
・
９
ｍ
・
国
国
○
口
）
。
訂
正
の
内
容
を
決
定
し
、
公
表
さ
れ
る
べ
き
判
決
の
部
分
（
判
決
全
文
、
判
決
の
一
部
な
ど
）
を
決
定
す

る
の
は
、
裁
判
官
の
任
務
で
あ
り
、
ま
た
伝
達
、
公
表
の
費
用
は
被
告
負
担
で
あ
り
、
伝
達
、
公
表
を
被
告
に
命
じ
た
り
、
ま
た
は
、

（
羽
）

原
生
ロ
に
伝
達
、
公
表
権
限
を
与
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
訂
正
や
確
認
訴
訟
は
、
名
誉
穀
損
的
な
記
事
な
ど
が
新
聞
等
に
公
表
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
記
事
中
の
事
実
に
誤
り
が
あ
れ
ば
、

そ
れ
を
訂
正
し
、
ま
た
そ
の
記
事
の
違
法
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
記
事
の
有
す
る
、
社
会
的
評
価
を
低
下
さ
せ
る
作
用
を

除
去
す
る
、
す
な
わ
ち
妨
害
排
除
と
解
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
記
事
に
よ
り
名
誉
を
殴
損
さ
れ
た
人
の
社
会
的
地
位
の
低

下
を
、
こ
れ
ら
の
訂
正
、
確
認
判
決
の
公
表
に
よ
り
、
回
復
し
て
い
る
と
も
解
さ
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
前
述
し
た
こ
の
法
制

度
の
沿
革
か
ら
見
て
も
、
こ
の
法
制
度
は
、
妨
害
排
除
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

三
）
満
足
措
置
請
求
権
人
格
の
違
法
な
侵
害
に
よ
り
精
神
的
損
害
を
被
っ
た
者
は
満
足
措
置
と
し
て
一
定
の
金
額
を
讃
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求
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
し
乳
・
お
』
す
の
』
。
”
）
。
裁
判
官
は
、
満
足
措
置
と
し
て
金
銭
の
給
付
に
代
え
ま
た
は
そ
れ
と

共
に
他
の
種
頬
の
満
足
措
置
を
認
め
う
る
（
し
『
芹
・
お
産
の
・
画
。
”
）
。
こ
の
金
鍔
誕
揖
付
と
選
択
的
あ
る
い
は
併
存
的
に
与
え
ら
れ

（
弧
）

る
「
他
の
萄
蘋
の
満
足
措
置
」
と
し
て
、
儘
霧
法
の
旧
四
九
条
一
一
項
の
下
で
は
、
判
漢
の
公
表
、
既
梢
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
新
四

九
条
二
項
は
、
旧
規
定
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
る
の
で
、
新
星
正
の
下
で
も
、
周
藤
に
判
決
の
公
表
、
邸
摘
が
認
め
ら
れ
る
、

と
解
さ
れ
る
。

（
弱
）

一
」
の
満
足
措
置
は
、
資
任
法
の
一
般
原
則
に
従
い
有
齊
径
を
要
す
る
こ
と
お
よ
び
同
条
一
項
と
の
関
係
で
、
「
繪
揺
並
山
損
害
の
重

大
性
」
を
票
す
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
》
升

（
オ
）
反
論
権
①
反
論
権
の
成
立
寒
件
反
論
確
は
、
定
期
的
に
公
に
さ
れ
る
メ
デ
ィ
ア
（
定
期
刊
鐸
叩
初
、
ラ
ジ
オ
、

テ
レ
ビ
な
ど
）
に
お
け
る
重
美
の
叙
述
に
よ
り
、
そ
の
人
格
を
直
荏
痙
に
影
響
さ
れ
た
者
に
与
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
官
庁
の
公
關
讐

議
の
再
述
の
現
苔
に
は
反
諭
確
は
生
じ
な
い
（
シ
ュ
・
路
、
国
Ｃ
国
）
。
反
論
幾
醸
石
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
、
個
人
的
な
事
実
の
叙

述
に
よ
り
影
響
さ
れ
た
者
、
反
論
義
務
者
は
、
メ
デ
ィ
ア
企
業
で
あ
る
。

反
翰
確
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
反
論
の
対
象
と
な
る
惠
聖
夫
の
叙
述
は
、
定
期
的
に
公
に
さ
れ
る
メ
デ
ィ
ア
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
反
論
も
、
童
峯
夫
の
叙
述
が
届
い
た
の
と
同
じ
人
的
範
囲
に
到
達
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ
の
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

惠
美
の
叙
述
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
人
が
、
そ
の
人
格
を
清
穰
に
影
響
さ
れ
て
い
る
（
す
の
可
・
廟
自
＄
旨
）
こ
と
を
要
す
る
。
人

格
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
璽
聖
夫
の
叙
述
が
違
怯
で
あ
る
こ
と
も
要
し
な
い
。
「
影
響
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
の

こ
と
を
表
す
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
鰯
。
特
遣
人
に
関
す
る
個
人
的
な
車
襲
夫
が
、
メ
デ
ィ
ア
で
言
及
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
者
の
人

格
が
影
響
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
童
墨
夫
の
叙
述
の
出
所
や
場
所
は
問
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
通
信
蜆
矼
か
ら
提
供
さ
れ
た
記
事
、
投

婁
閥
の
叙
述
な
ど
で
あ
っ
て
も
よ
い
し
（
ま
た
広
笙
墨
慨
に
お
け
る
童
聖
夫
の
叙
述
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
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反
論
の
対
象
は
、
事
実
の
叙
述
に
限
る
。
意
見
、
価
値
判
断
は
含
ま
れ
な
い
。
こ
の
点
は
、
ド
イ
ツ
法
と
同
じ
方
式
を
採
り
、
意

見
、
価
値
判
断
を
も
含
ま
れ
る
フ
ラ
ン
ス
方
式
と
は
異
な
る
。

②
反
論
権
の
行
使
反
論
文
は
、
簡
潔
に
表
現
さ
れ
、
ま
た
異
議
を
唱
え
ら
れ
て
い
る
事
実
の
叙
述
に
対
す
る
反
論
の
記
載

に
限
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
明
ら
か
に
事
実
に
反
し
た
り
、
法
律
、
善
良
の
風
俗
に
反
し
て
も
な
ら
な
い
（
シ
ュ
・
笛
ケ
ロ
○
国
）
。

反
論
権
者
は
、
原
報
道
を
知
っ
て
か
ら
二
○
日
以
内
、
あ
る
い
は
原
報
道
の
公
表
後
三
ヵ
月
以
内
に
、
反
論
文
を
送
付
し
て
、
メ

デ
ィ
ア
企
業
に
反
論
の
公
表
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
反
論
文
を
受
領
し
た
メ
デ
ィ
ア
企
業
は
、
遅
滞
な
く
、
公
表
す
る
か

否
か
を
決
定
し
、
反
論
権
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
表
の
拒
絶
を
通
知
す
る
場
合
に
は
、
拒
絶
の
理
由
も
付
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
シ
ュ
・
昌
一
国
○
巴
。

③
反
論
の
公
表
反
論
も
、
事
実
の
叙
述
が
届
い
た
の
と
同
じ
人
的
範
囲
に
到
達
す
る
よ
う
に
公
表
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
し
風
・
田
汽
与
の
．
』
国
・
国
）
。
そ
れ
以
外
に
、
公
表
の
仕
方
（
例
え
ば
、
新
聞
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
活
字
の
種
類
、
掲
載
さ
れ

る
べ
き
紙
面
の
位
置
な
ど
）
に
つ
い
て
は
規
定
が
な
く
、
ま
た
、
公
表
の
期
限
に
つ
い
て
も
、
「
可
能
な
限
り
迅
速
に
」
と
抽
象
的

に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
可
能
な
限
り
迅
速
に
」
と
い
う
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
、
反
論
文
受
領
後
、
す
ぐ
次
の
号
、

（
ｗ
）

す
ぐ
次
の
放
送
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

反
論
は
、
そ
れ
自
体
、
反
論
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
公
表
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
反
論
義
務
者
は
、
事
実
の
叙

述
に
固
執
す
る
か
ど
う
か
、
そ
の
事
実
の
叙
述
は
い
か
な
る
根
拠
に
依
拠
す
る
か
（
例
え
ば
、
特
定
の
文
書
な
ど
）
と
い
う
説
明
の

み
を
反
論
に
添
付
し
て
よ
い
（
シ
ュ
・
呂
歸
し
ず
ｍ
・
図
画
○
国
）
。
反
論
義
務
者
は
、
そ
れ
以
外
に
、
注
釈
、
固
有
の
答
弁
を
添
付
し
た

り
、
あ
る
い
は
テ
レ
ビ
で
、
話
者
が
拒
否
を
示
す
よ
う
な
身
振
り
を
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。

反
論
の
公
表
は
、
無
償
で
あ
る
（
胃
←
・
呂
弄
与
伽
・
四
国
○
国
）
。
反
論
権
者
が
、
費
用
を
自
己
で
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
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３
フ
ラ
ン
ス
法
原
状
回
復
的
・
差
止
的
救
済
と
し
て
は
、
名
誉
段
損
的
な
記
事
の
削
除
、
記
事
の
取
梢
、
文
書
の
回
収
・

（
卯
）

廃
棄
、
判
決
文
の
公
表
、
反
論
権
（
ｑ
『
・
】
一
旦
の
『
⑰
ロ
◎
己
②
の
）
が
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
反
論
権
は
、
新
聞
紙
法
一
一
一
一

（
⑪
）

条
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
、
不
法
行
為
の
一
般
的
規
定
で
あ
る
民
法
一
一
二
八
二
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
一

方
法
と
し
て
の
原
状
回
復
（
§
昏
冒
。
ご
）
を
根
拠
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
原
状
回
復
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
取
梢
や

判
決
公
表
は
、
そ
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
が
、
し
か
し
、
記
事
の
削
除
、
文
書
の
回
収
・
廃
棄
は
、
妨
害
排
除
的
な
も
の
で
あ
る
。

ら
ぱ
、
反
論
権
の
効
力
は
無
に
帰
す
か
ら
で
あ
る
。

④
反
論
権
の
強
制
的
実
現
反
論
権
者
は
、
反
論
権
が
実
現
さ
れ
な
い
と
き
、
す
な
わ
ち
、
反
論
義
務
者
が
、
反
論
の
公
表

を
拒
絶
す
る
と
き
、
反
論
を
適
法
に
公
表
し
な
い
と
き
、
反
論
権
の
行
使
を
妨
げ
て
い
る
と
き
に
は
、
反
梺
輻
瞳
行
使
の
訴
を
提
起
で

き
る
（
し
『
←
・
田
（
し
肝
』
画
○
国
）
。
反
論
の
公
表
を
拒
絶
す
る
と
き
と
は
、
反
論
義
務
者
が
、
公
表
を
拒
絶
し
た
り
、
ま
た
は
公

表
を
す
る
か
否
か
を
決
定
し
な
い
か
、
決
定
は
し
て
も
通
知
し
な
い
な
ど
の
場
合
で
あ
る
。
反
論
を
適
法
に
公
表
し
な
い
と
き
と
は
、

例
え
ば
、
公
表
さ
れ
る
反
論
が
要
約
さ
れ
た
り
、
書
き
改
め
ら
れ
た
り
、
反
論
嚢
務
者
の
注
釈
付
で
あ
っ
た
り
、
原
報
道
が
届
い
た

の
と
同
じ
人
的
範
囲
に
届
か
な
い
と
き
な
ど
で
あ
る
（
シ
ュ
・
呂
云
シ
ヶ
の
。
』
・
図
画
○
国
）
。
反
論
権
の
行
使
を
妨
げ
て
い
る
と
き
と
は
、

反
論
権
者
が
、
自
己
に
関
す
る
報
道
の
内
容
を
知
る
た
め
に
、
記
事
の
コ
ピ
ー
な
ど
を
請
求
し
た
の
に
、
メ
デ
ィ
ア
が
そ
れ
に
協
力

（
犯
）

し
な
い
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
訴
訟
は
、
カ
ン
ト
ン
法
で
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
簡
易
で
か
つ
迅
速
な
手
続
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
（
シ
『
←
・
田
、
シ
ず
い
・
西
国
○
国
）
。
鋪
産
口
が
、
判
決
で
命
ぜ
ら
れ
た
農
務
を
履
行
し
な
い
と
き
は
、
刑
法
二
九
二
条
に
よ
る
罰
則

が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
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４
英
米
法
亨
）
英
国
法
名
誉
段
損
に
対
す
る
差
止
的
・
原
状
回
復
的
救
済
と
し
て
は
、
差
止
請
求
が
認
め
ら
れ
、

取
消
（
広
告
）
、
謝
罪
（
広
告
）
は
、
そ
れ
ら
が
自
発
的
に
な
さ
れ
た
場
合
に
、
損
害
賠
償
の
減
免
事
由
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。

差
止
命
令
は
、
禁
止
的
差
止
命
令
（
官
・
宣
蔓
。
ｑ
旦
冒
２
・
ロ
）
、
暫
定
的
差
止
命
令
（
目
の
『
］
・
目
一
・
『
］
旦
自
・
武
・
口
）
と
も

に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
、
そ
の
発
令
に
あ
た
っ
て
は
、
慎
重
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
、
と
の
こ
と
で
あ
る
・
そ

と
い
う
の
は
、
後
者
は
、
妨
害
状
態
の
回
復
で
は
な
く
、
妨
害
原
因
の
除
去
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

反
聿
諭
権
は
、
名
誉
穀
損
の
原
状
回
一
厘
的
（
ま
た
は
予
防
的
）
救
済
手
段
と
し
て
、
有
効
鷹
様
能
し
て
い
魂
・
反
論
権
は
、
新
聞
ま

た
は
定
期
刊
行
物
に
、
指
名
ま
た
は
指
示
さ
れ
た
者
（
庁
。
ｇ
の
で
；
・
目
の
ロ
・
日
日
か
●
・
色
』
の
い
】
函
忌
の
）
に
対
し
て
反
論
権
が
認
め

ら
れ
る
（
新
聞
紙
法
一
三
条
）
。
新
聞
等
の
原
記
事
の
真
否
、
意
見
、
批
判
の
当
否
を
問
わ
ず
、
ま
た
、
原
記
事
に
よ
る
名
誉
侵
害

の
有
無
、
原
記
事
、
原
記
事
発
表
の
違
法
性
、
有
責
性
の
有
無
を
問
わ
な
い
。
ま
た
、
原
記
事
中
の
事
実
叙
述
の
み
な
ら
ず
、
意
見
、

批
判
な
ど
に
対
す
る
反
論
で
も
よ
い
。
こ
の
点
で
、
ド
イ
ツ
や
ス
イ
ス
の
反
論
権
と
大
き
く
異
な
る
。
事
実
に
対
す
る
反
論
は
、
性

質
上
は
訂
正
と
も
い
え
る
が
、
こ
れ
も
含
め
て
反
論
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

反
一
論
文
は
、
原
記
事
へ
の
反
論
で
あ
り
、
そ
の
分
量
は
、
原
記
事
の
二
倍
ま
で
で
、
文
書
に
し
て
、
原
記
事
塩
戸
載
か
ら
一
年
以
内

に
、
掲
載
義
務
者
た
る
新
聞
紙
等
の
発
行
責
任
者
に
掲
載
請
求
を
す
れ
ば
、
掲
載
義
務
者
は
、
日
刊
新
聞
で
は
反
論
文
受
領
後
三
日

以
内
、
そ
の
他
の
定
期
刊
行
物
で
は
、
受
領
の
翌
々
日
以
後
の
次
号
に
、
原
記
事
と
同
一
の
場
所
、
同
一
の
活
字
で
、
か
つ
無
償
で

掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
砲
）

新
一
間
等
の
発
行
責
任
者
が
、
正
当
の
理
由
な
く
、
掲
載
を
拒
否
す
れ
ば
、
刑
事
罰
、
損
害
賠
償
を
課
さ
れ
、
ま
た
反
論
権
者
は
掲

戟
を
命
ず
る
判
決
を
得
て
新
聞
等
に
そ
れ
を
強
制
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
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５
ま
と
め
わ
が
民
法
の
よ
う
に
、
名
誉
殴
損
に
つ
き
、
特
に
、
明
文
で
、
名
誉
回
復
処
分
に
関
す
る
規
定
を
置
く
国
は
、

考
察
の
対
象
に
さ
れ
た
中
に
は
な
い
。
人
格
権
侵
害
に
対
す
る
保
護
手
段
と
し
て
、
妨
害
予
防
、
妨
害
排
除
に
つ
き
明
文
の
規
定
を

有
す
る
か
（
ス
イ
ス
）
、
一
般
的
に
、
損
害
賠
償
の
一
方
法
と
し
て
原
状
回
復
に
関
す
る
規
定
を
有
し
（
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
）
、
あ

る
い
は
精
神
的
損
害
に
つ
き
金
銭
給
付
以
外
の
方
法
を
規
定
す
る
（
ス
イ
ス
）
。

妨
害
排
除
と
原
状
回
復
は
《
成
立
要
件
に
差
が
あ
り
、
ま
た
法
的
性
格
も
異
な
る
の
で
、
概
念
上
区
別
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

名
誉
殴
損
の
保
謹
手
段
と
し
て
見
た
場
合
、
例
え
ば
、
名
誉
を
侵
害
す
る
よ
う
な
事
実
が
週
刊
誌
な
ど
で
流
布
さ
れ
た
場
合
、
流
布

行
為
を
侵
害
行
為
と
見
れ
ば
、
週
刊
誌
を
回
収
す
る
の
は
妨
害
排
除
、
そ
の
事
実
が
虚
偽
だ
と
し
て
取
消
す
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

あ
る
人
の
低
下
し
た
社
会
的
評
価
を
回
復
す
る
と
解
す
れ
ば
、
原
状
回
復
と
言
え
る
。
し
か
し
、
侵
害
行
為
が
止
ん
だ
後
、
侵
害
作

用
が
持
続
し
て
い
る
の
で
、
取
消
に
よ
り
そ
の
作
用
を
除
去
す
る
と
解
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
流
布
さ
れ
た
虚
偽
の
事
実
が
世
人
の

記
憶
に
残
り
、
そ
れ
が
将
来
に
わ
た
り
被
害
者
の
社
会
的
評
価
を
低
下
せ
し
め
る
源
泉
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
取
梢
に
よ
り
そ
の
妨

の
理
由
は
、
言
論
・
出
版
の
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
へ
の
配
慮
、
あ
る
言
動
が
名
撚
鰯
一
損
と
な
る
か
否
か
を
決
定
す
る
の
は
、
陪
審

で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
イ
）
米
国
法
米
国
で
は
、
英
国
と
は
異
な
り
、
差
止
命
劉
令
は
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
、
き
わ
め
て
少
数
の
州
で
フ
ラ
ン
ス

式
の
反
論
権
（
１
ｍ
茸
・
崗
剖
８
一
望
）
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
取
梢
（
広
告
）
が
、
自
発
的
に
な
さ
れ
た
塲
苔
に
は
、
損
害

賠
償
の
減
免
事
由
と
な
る
。
そ
の
点
で
は
、
英
国
法
に
類
似
す
る
。
取
消
（
広
告
）
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
、
こ
れ
を
強
制
し
な
い

（
船
）

根
拠
は
、
自
己
の
』
信
念
に
反
す
る
陳
述
を
個
人
に
強
制
す
る
》
」
と
は
、
一
恵
法
上
の
疑
義
が
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
自
発
的
取
消
（
広

告
）
は
、
懲
罰
的
蚫
損
害
賠
償
の
魚
害
章
由
ま
た
は
減
麺
事
由
と
な
り
、
あ
る
い
は
、
埴
へ
楠
賠
償
の
減
額
事
由
と
な
る
。
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名
誉
回
復
処
分
と
し
て
、
従
来
わ
が
国
で
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
に
は
、
（
１
）
（
新
聞
等
で
の
）
謝
罪
広
告
、
（
２
）
（
新
聞

等
で
の
）
取
消
広
告
、
（
３
）
（
加
害
者
か
ら
被
害
者
へ
の
）
謝
罪
文
の
交
付
、
（
４
）
（
関
係
者
へ
の
）
謝
罪
文
・
取
消
文
の
送

付
、
（
５
）
当
該
事
件
の
公
開
法
廷
で
の
謝
罪
、
（
６
）
謝
罪
文
・
取
消
文
の
掲
示
、
（
７
）
名
替
侵
害
物
の
撤
去
、
（
８
）
（
新

聞
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
等
で
の
）
反
論
文
の
掲
載
・
公
表
等
、
が
あ
る
。

謝
罪
広
告
の
新
聞
・
雑
誌
へ
の
掲
載
は
、
民
法
七
二
三
条
に
基
づ
く
名
誉
回
復
処
分
と
し
て
、
最
も
普
通
に
裁
判
所
に
よ
り
命
ぜ

第
三
節
←

｜
概
観

害
原
因
を
除
去
す
る
と
解
す
れ
ば
、
そ
の
取
梢
は
妨
害
排
除
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ド
イ
ツ
や
ス
イ
ス
の
判
例
は
、
流
布
さ
れ
た
虚
偽
の
事
実
の
取
梢
や
流
布
行
為
の
違
法
確
認
訴
訟
を
妨
害
排
除
と
解
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
有
資
性
を
要
件
と
し
な
い
妨
害
排
除
の
方
が
人
格
権
の
保
護
手
段
と
し
て
有
効
で
あ
る
、
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
に
は
、
妨
害
排
除
に
あ
た
る
保
護
手
段
を
原
状
回
復
と
し
て
認
め
て
い
る
。
結
局
、

名
誉
殴
損
の
妨
害
排
除
的
、
原
状
回
復
的
保
謹
手
段
は
、
ど
ち
ら
の
構
成
を
と
っ
た
方
が
、
よ
り
よ
く
保
詮
し
う
る
か
、
ま
た
あ
る

法
制
の
下
で
、
ど
の
法
構
成
を
し
た
方
が
よ
り
説
得
的
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
法
的
性
格
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
よ
う
。

ド
イ
ツ
、
ス
イ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
判
例
や
明
文
の
規
定
で
、
妨
害
予
防
、
妨
害
排
除
、
原
状
回
復
を
承
認
し
て
い
る
。
そ
の
代

わ
り
、
損
害
賠
償
、
特
に
、
名
誉
段
損
等
の
人
格
権
侵
害
の
際
に
問
題
と
な
る
精
神
的
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
制
限

的
で
あ
る
（
ド
イ
ツ
、
ス
イ
ス
）
。
こ
れ
に
反
し
、
英
米
で
は
、
言
論
の
自
由
へ
の
配
慮
か
ら
、
損
害
賠
償
が
、
名
誉
殴
損
の
救
済

の
中
心
を
な
し
て
い
る
。

名
誉
を
回
復
す
る
に
適
当
な
処
分
（
名
誉
回
復
処
分
）
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ら
れ
て
き
た
方
法
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
は
、
通
説
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。

取
梢
広
告
は
、
流
布
さ
れ
た
三
墨
沈
を
事
薊
実
に
反
す
る
（
お
よ
び
名
誉
鰯
（
損
に
な
る
）
と
し
て
取
消
す
も
の
で
、
前
述
し
た
謝
罪
広（
伯
）

告
か
ら
、
謝
罪
（
な
い
し
名
誉
段
損
Ⅱ
非
行
の
自
認
）
文
一
一
三
口
を
取
り
去
っ
た
内
容
を
有
す
る
文
書
の
広
告
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
取
消
広
告
が
認
め
ら
れ
た
事
例
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
中
等
学
校
ｚ
謹
即
と
し
て
長
く
勤
め
た
者
が
、
警
察
に
よ

り
被
疑
者
と
さ
れ
た
事
実
が
全
く
な
い
の
に
、
古
墳
発
掘
窃
盗
腓
鰯
輝
亟
頁
の
被
疑
者
と
し
て
新
聞
に
記
載
さ
れ
た
但
笈
足
慰
》
謝
料
の

ほ
か
、
そ
の
名
誉
を
回
復
す
る
た
め
に
妨
害
発
行
に
か
か
る
新
顛
鼎
鞆
上
に
正
誤
文
の
掲
戦
を
命
じ
た
事
例
戸
聿
伶
騒
鴨
封
昭
八
・
一
二
・

一
四
評
論
二
三
巻
民
法
一
一
一
五
九
頁
）
。
新
聞
紙
が
華
僑
悦
来
一
日
治
会
を
麻
錘
窒
凹
の
本
拠
と
し
、
ま
た
皿
悦
釆
荘
居
住
者
を
麻
薬
ブ
ロ
ー

カ
ー
常
習
者
と
解
さ
れ
る
記
事
を
掲
載
し
て
自
治
会
お
よ
び
悦
来
荘
居
住
者
の
名
誉
を
段
損
し
た
と
し
て
、
名
誉
回
復
の
方
法
と
し

て
当
該
新
聞
に
こ
れ
ら
の
部
分
を
取
消
す
旨
の
広
告
を
褐
》
戦
す
れ
ば
足
り
謝
罪
広
告
は
必
要
で
な
い
と
さ
れ
た
事
例
（
東
京
高
判
昭

二
九
・
五
・
一
一
下
民
集
五
巻
五
号
六
二
頁
）
。
日
本
医
師
△
筵
云
長
（
被
告
）
が
同
芸
会
員
の
一
人
（
原
告
）
を
指
弾
す
る
記
事

を
鱒
顛
羅
に
掲
載
し
た
た
め
、
原
告
の
名
誉
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
取
梢
記
事
を
命
じ
た
事
例
声
（
東
京
地
判
昭
三
九
・
一
○
・

一
六
下
民
集
一
五
巻
一
○
号
二
四
六
四
頁
）
。
登
場
人
物
の
性
格
、
経
歴
、
そ
の
他
の
特
徴
に
つ
き
、
大
阪
府
議
会
議
員
た
る
実
在

の
人
物
を
モ
デ
ル
と
し
て
こ
れ
に
虚
偽
で
醜
悪
な
事
実
を
加
え
て
記
述
し
た
記
事
を
雑
誌
に
掲
載
し
た
但
笈
ロ
に
は
、
同
人
の
名
誉
を

侵
害
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
慰
一
謝
料
の
ほ
か
、
名
誉
回
奄
堅
勾
法
と
し
て
同
記
事
の
事
実
に
関
し
て
、
取
消
広
告
を
な
す
べ
き
で
あ

る
と
さ
れ
た
事
例
（
大
阪
地
判
昭
四
三
・
七
・
一
一
一
○
判
時
五
二
八
号
一
五
頁
、
判
夕
二
一
一
六
号
一
七
四
頁
）
。
取
消
広
告
は
、
名
誉

回
復
処
分
と
し
て
謝
罪
広
告
と
な
ら
ん
で
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
り
す
る
が
、
実
際
に
裁
判
上
認
め
ら
れ
た
事
例
は
、
前
述
の
よ
う
に

（
柵
）

き
わ
め
て
少
な
い
。
し
か
し
、
近
時
、
謝
罪
汁
崖
口
を
違
憲
と
す
る
単
赴
説
お
よ
び
謝
罪
広
告
を
合
憲
だ
と
し
て
も
、
名
誉
回
復
処
分
と

（
何
）

し
て
は
望
ま
し
い
方
法
で
は
な
い
と
す
る
学
説
は
、
名
誉
回
復
処
分
と
し
て
、
謝
罪
広
告
を
否
定
し
、
取
消
広
告
を
奨
励
し
て
い
る
。
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（
伯
）

立
法
者
は
、
１
「
該
事
件
の
公
開
法
廷
で
の
謝
罪
を
民
法
七
一
一
一
一
一
条
の
下
の
一
つ
の
処
分
と
考
え
た
が
、
判
例
上
こ
れ
を
認
め
た
も

の
は
存
し
な
い
。
無
根
の
事
実
を
大
量
に
印
刷
し
流
布
し
て
他
人
の
名
誉
を
段
損
し
た
事
件
に
お
い
て
、
公
開
法
廷
に
お
け
る
謝
罪

は
、
判
決
が
確
定
し
て
か
ら
要
求
し
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
判
決
が
確
定
す
れ
ば
、
本
事
件
の
公
開
法
廷
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
執

行
不
能
で
あ
る
と
い
う
形
式
的
理
由
で
、
否
定
し
た
下
級
審
判
決
（
宙
吉
秤
控
決
昭
七
・
七
・
一
五
新
聞
三
四
四
九
号
五
頁
）
が
あ
る
。

こ
の
判
決
の
立
場
は
結
論
的
に
妥
当
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
種
の
処
分
は
、
公
開
法
廷
で
の
謝
罪
と
い
う
被
告
本
人
の
具
体

的
動
作
ｌ
し
か
も
そ
れ
自
体
と
し
て
屈
辱
的
極
動
作
ｌ
を
必
要
と
す
る
の
で
、
こ
れ
を
法
的
に
強
制
す
る
の
は
、
良
心
の
自
由

（
憲
一
九
条
）
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

謝
罪
文
・
取
消
文
の
掲
示
も
名
誉
同
複
処
分
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
名
誉
回
復
の
た
め
に
は
、
名
捗
毅
損
的
な
言
説
の
届
い

た
範
囲
の
者
へ
謝
罪
文
等
も
届
け
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
の
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
掲
示
の
方
法
に
よ
っ
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
。

六

頁
、-〆

。

謝
罪
文
の
加
害
者
か
ら
被
害
者
へ
の
交
付
に
つ
い
て
、
市
長
選
に
お
い
て
、
あ
る
政
党
の
党
員
に
対
し
反
対
党
系
の
候
補
者
の
選

挙
対
策
委
員
委
嘱
状
を
送
付
し
て
、
そ
の
者
の
名
誉
感
情
を
傷
つ
け
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
回
復
さ
せ
る
方
法
と
し
て
そ
の
者
あ
て

の
謝
罪
文
を
交
付
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
す
る
事
例
（
大
阪
地
判
昭
四
一
・
五
・
一
八
判
時
四
六
三
号
五
一
頁
、
判
夕
一
九
一

号
一
八
四
頁
）
が
あ
る
。
し
か
し
、
名
誉
段
損
が
社
会
的
評
価
の
低
下
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
回
復
手
段
も
対
社
会
的
な
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
単
に
名
誉
感
情
を
回
復
す
る
た
め
の
被
害
者
へ
の
謝
罪
を
認
め
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
（
最
判
昭
四
五
・
一

二
・
一
八
民
集
二
四
巻
一
一
一
五
一
頁
）
。

関
係
者
へ
の
謝
罪
文
の
送
付
を
認
め
た
判
例
と
し
て
は
、
信
用
を
段
損
さ
れ
た
壁
材
製
造
業
者
が
、
加
害
者
の
陳
謝
文
を
一
定
範

囲
の
建
築
関
係
者
に
送
付
す
る
こ
と
を
請
求
し
認
め
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
（
福
岡
地
判
昭
三
九
・
三
・
一
九
下
民
集
一
五
巻
三
号
五



民法七二三条の名誉回復処分について（上） (安次富哲雄）247

他
人
の
妻
と
姦
通
し
た
者
に
対
し
、
慰
謝
料
の
支
払
と
と
も
に
名
誉
回
復
の
た
め
に
村
役
場
の
掲
示
板
付
近
の
原
告
指
定
の
箇
所
へ

「
謝
罪
文
」
の
三
日
間
の
掲
示
を
命
じ
た
事
例
（
高
松
地
判
昭
三
二
・
一
一
・
七
不
法
下
民
集
昭
和
三
一
一
年
度
（
下
）
七
四
五
頁
、

も
っ
と
も
控
訴
審
た
る
高
松
高
裁
で
は
、
慰
謝
料
の
み
で
充
分
で
あ
る
と
し
て
、
掲
示
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
）
、
無
根
の
事
実
に

よ
る
休
職
減
俸
処
分
を
し
た
会
社
に
対
し
、
慰
謝
料
の
支
払
と
と
も
に
、
名
誉
回
復
の
た
め
に
、
社
員
食
堂
へ
の
事
実
が
無
根
で
あ

る
こ
と
の
「
告
文
」
の
五
日
間
の
掲
示
を
命
じ
た
事
例
（
東
京
地
判
昭
四
一
・
八
・
六
判
時
五
三
五
号
八
○
頁
、
判
夕
二
二
六
号
一

三
一
頁
）
、
無
根
の
事
実
に
よ
る
昇
給
延
期
の
懲
戒
処
分
を
し
た
会
社
に
対
し
、
慰
謝
料
の
支
払
と
と
も
に
、
名
誉
回
復
の
た
め
に
、

処
分
を
な
し
た
こ
と
の
掲
示
と
同
一
期
間
、
同
一
態
様
で
（
七
日
間
会
社
の
掲
示
板
へ
）
、
右
処
分
が
違
法
で
あ
る
と
の
判
決
を
受

け
、
損
害
賠
償
を
被
告
会
社
が
命
ぜ
ら
れ
た
旨
の
掲
示
を
命
ぜ
ら
れ
た
事
例
（
横
浜
地
川
崎
支
判
昭
四
四
・
三
・
二
四
労
働
関
係
民

事
判
例
集
二
○
巻
二
号
三
○
七
頁
）
が
あ
る
。
「

名
誉
侵
害
物
の
撤
去
を
命
じ
た
事
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
、
妨
害
排
除
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
名
誉
を
毅
損
す
る
よ

う
な
虚
偽
の
事
実
を
記
戦
し
た
墓
碑
を
部
落
共
同
墓
地
に
存
置
し
た
場
合
に
、
被
害
者
の
名
誉
を
回
復
す
る
た
め
に
、
当
該
箇
所
の

削
除
を
命
じ
た
（
新
聞
へ
の
謝
罪
広
告
は
否
定
）
事
例
（
大
阪
地
判
昭
四
一
・
六
・
二
一
判
夕
一
九
五
号
一
四
二
頁
）
、
マ
ン
シ
ョ

ン
建
設
反
対
同
盟
の
ビ
ラ
が
他
人
の
名
誉
を
害
す
る
も
の
と
し
て
撤
去
を
命
ぜ
ら
れ
た
事
例
（
静
岡
地
決
昭
四
八
・
一
二
・
一
三
判

時
七
四
八
号
一
○
○
頁
）
が
あ
る
。

名
誉
回
復
処
分
と
し
て
、
反
論
文
の
掲
載
請
求
は
認
め
ら
れ
る
か
。
反
論
権
と
い
う
の
は
、
定
期
刊
行
の
新
聞
・
雑
誌
等
（
国
に

よ
っ
て
は
、
放
送
・
映
画
等
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
含
む
。
以
下
新
聞
等
と
略
す
）
の
報
道
（
事
実
主
張
に
限
る
か
、
意
見
・
価
値
判

断
も
含
む
か
に
つ
い
て
は
法
制
に
よ
り
異
な
る
）
に
よ
っ
て
、
「
指
名
ま
た
は
指
示
さ
れ
た
者
」
（
←
・
昇
の
己
の
『
ｍ
・
目
の
ロ
・
日
日
肝

目
』
の
“
狩
忌
の
）
あ
る
い
は
「
被
影
響
者
」
（
」
の
『
ロ
の
一
同
・
廟
の
ロ
。
）
が
自
己
の
反
対
陳
述
Ⅱ
反
論
を
、
原
則
と
し
て
当
該
原
報
道
と
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同
じ
箇
所
、
同
じ
ス
ペ
ー
ス
、
同
じ
活
字
で
、
ま
た
無
料
で
掲
載
す
る
よ
う
当
の
新
聞
・
雑
誌
等
に
対
し
て
請
求
す
る
権
利
を
言
う
。

反
聿
論
権
は
、
本
来
的
・
典
型
的
に
は
、
原
報
道
が
事
実
に
反
す
る
か
ど
う
か
、
ま
た
違
法
あ
る
い
は
有
賀
で
あ
る
か
ど
う
か
、
報
道

で
言
及
さ
れ
た
者
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
ま
た
反
論
内
容
の
真
実
性
も
問
わ
な
い
（
こ
れ
を
本
来
的
・
典
型

的
反
》
諭
権
と
呼
ぶ
）
。
こ
れ
は
、
一
定
の
形
式
的
要
件
を
満
た
し
て
お
れ
ば
、
原
則
と
し
て
請
求
権
が
発
生
し
（
形
式
性
）
、
ま
た
原

報
道
・
反
論
の
双
方
に
つ
き
そ
の
墓
古
、
違
法
性
、
有
替
（
性
の
実
》
算
的
判
断
を
要
し
な
い
の
で
、
そ
の
救
済
が
迅
速
に
与
え
ら
れ
る

（
迅
速
性
）
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
本
来
的
・
典
型
的
反
論
権
は
、
」
辺
青
排
除
請
求
権
で
も
な
く
、
ま
た
不
法
行
為
の
効
果
と
し
て
の

原
状
回
復
請
求
権
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
反
論
橘
は
、
こ
の
法
制
度
の
発
祥
地
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
ド
イ
ツ
等
大
陸
法
系

（
伯
）

の
か
な
り
の
国
々
で
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
反
し
、
こ
こ
で
の
問
題
は
、
不
法
一
旬
為
の
効
果
と
し
て
の
反
論
請
卍
求
権
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
民

法
七
二
三
条
の
原
状
回
復
処
分
と
し
て
、
被
害
者
の
作
成
し
た
反
論
文
を
違
法
・
有
實
な
報
道
機
関
に
掲
載
す
る
こ
と
を
請
求
す
る

権
利
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
｛
臼
田
民
主
党
が
サ
ン
ケ
イ
新
聞
に
褐
戦
し
た
意
見
広
告
が
、
共
産
党
の

褒
番
を
侵
害
し
た
と
し
て
、
共
産
党
よ
り
サ
ン
ケ
イ
新
聞
社
に
対
し
て
反
聿
論
文
（
掲
戟
）
を
請
求
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
第
一
審
裁

判
所
は
、
一
般
論
と
し
て
は
、
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
（
具
体
的
に
は
、
名
誉
鰯
積
の
成
立
が
否
定
さ
れ
た
の
で
、
反
》
塑
杢
燭
載
は

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
）
。
す
な
わ
ち
、
「
民
法
第
七
二
三
条
の
『
適
当
ナ
ル
処
△
色
に
は
場
合
に
よ
っ
て
は
反
論
文
の
掲
載
も
含
ま

れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
反
論
広
告
は
必
ず
し
も
当
初
の
名
誉
段
損
広
告
と
同
じ
大
き
さ
と
は
限
ら
ず
、
『
適
当
』
な
処
分
と
い
う

以
上
、
掲
彗
麺
場
所
が
鐘
壹
者
に
と
っ
て
不
利
暉
な
所
で
あ
れ
ば
か
え
っ
て
大
き
く
し
て
も
差
し
支
え
は
な
く
、
ま
た
同
様
に
『
適
当
』

な
処
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
は
そ
の
内
容
に
対
し
て
当
然
介
入
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
思
料
す
る
も
の
で
あ

る
」
（
東
京
地
判
昭
五
一
一
・
七
・
一
一
一
一
判
時
八
五
七
号
一
一
一
○
頁
、
な
お
控
訴
審
、
東
京
高
判
昭
五
五
・
九
・
三
○
判
時
九
八
一
号
四
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結
局
、
意
味
の
あ
る
名
誉
回
復
処
分
と
し
て
は
、
謝
罪
文
の
関
係
者
へ
の
送
付
・
掲
示
・
広
告
、
取
消
文
の
掲
示
・
広
告
、
反
論

文
の
新
聞
等
へ
の
掲
載
、
お
よ
び
名
誉
殴
損
に
関
す
る
判
決
の
新
聞
紙
等
に
よ
る
公
表
（
掲
載
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
送
付
、
褐

認
め
た
判
例
は
な
い
。

三
頁
は
、
そ
の
部
分
を
削
除
し
た
）
。

最
高
裁
判
決
（
最
判
昭
六
二
・
四
・
二
四
民
集
四
一
巻
一
一
一
号
四
九
○
頁
）
は
、
「
名
誉
回
復
処
分
又
は
差
止
請
求
権
も
、
単
に
表

現
行
為
が
名
誉
侵
害
を
来
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
ず
、
人
格
権
と
し
て
の
名
誉
の
殴
損
に
よ
る
不
法
行
為
の
成
立
を
前
提

と
し
て
は
じ
め
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
一
剛
提
な
く
し
て
条
理
又
は
人
格
権
に
基
づ
き
所
論
の
よ
う
な
反
論
文
掲
載
請

求
権
を
認
め
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
助
論
の
よ
う
な
反
聿
論
文
掲
載
請
求
権
は
、
相
手
方
に

対
し
て
自
己
の
請
求
す
る
一
定
の
作
為
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
不
作
檀
輌
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、
不
作
為
請
求
を
実

効
あ
ら
し
め
る
た
め
に
必
要
な
限
度
で
の
作
為
請
求
の
範
囲
を
も
超
え
る
も
の
で
あ
り
、
民
法
七
二
三
条
に
よ
る
名
誉
回
復
処
分
又

は
差
止
の
請
求
権
の
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
所
論
の
よ
う
な
反
二
論
文
掲
載
請
求
権
を
認
め
る
べ
き
実
定
法
上
の

根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
示
し
た
。
本
判
決
が
名
誉
回
復
処
分
を
認
め
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明

確
で
な
い
。
前
堅
蔀
齪
分
か
ら
は
、
不
法
行
為
が
窪
成
立
す
れ
ば
、
名
誉
回
復
処
分
と
し
て
の
反
》
論
文
掲
戟
請
求
は
認
め
ら
れ
る
よ
う
に

も
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
後
半
に
至
る
と
反
斐
璽
悉
謁
載
と
い
う
作
笈
蕊
嘔
求
は
、
名
誉
回
復
処
分
を
実
効
あ
ら
し
め
る
た
め
に
認
め
ら

れ
た
作
為
謂
求
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
で
、
反
幸
論
文
掲
餓
調
や
求
は
、
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
製
鯉
駆
囲
に
関
す
る

見
解
は
妥
当
で
な
い
。
名
誉
回
復
す
る
の
に
必
要
な
限
り
で
の
作
為
は
当
然
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
謝
罪
広
告
、
取
〉
順
又
の

掲
戟
と
反
巫
論
文
掲
戟
と
の
間
に
、
作
為
の
範
囲
に
差
異
は
な
い
。

（
的
）

名
誉
段
損
に
関
す
る
判
決
の
公
表
と
い
う
こ
と
も
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
指
摘
す
る
学
説
は
、
一
一
、
一
一
一
あ
る
が
、
こ
れ
を
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示
は
、
一
定
範
囲
の
者
の
間
で
の
み
言
説
が
流
布
さ
れ
、
そ
の
間
で
の
み
社
会
的
評
価
の
低
下
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
は
適
切
で
あ

る
。
ま
た
、
掲
示
板
等
で
の
掲
示
は
、
広
告
の
媒
体
が
、
新
聞
・
雑
誌
よ
り
も
狭
い
範
囲
に
伝
達
す
る
能
力
し
か
な
い
と
い
う
違
い

は
あ
る
が
一
種
の
「
広
告
」
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
反
し
、
一
定
範
囲
の
人
々
へ
の
謝
罪
文
の
送
付
は
、
一
般
的
用
語
法
か
ら
す
れ

ば
、
「
広
告
」
と
い
う
範
鴎
か
ら
は
、
は
み
出
し
た
も
の
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
問
題
は
、
名
誉
段
損
的
な
情
報
の
届

い
た
第
三
者
な
い
し
世
人
へ
、
一
定
の
情
報
（
特
に
、
か
っ
て
な
さ
れ
た
虚
偽
の
情
報
を
訂
正
す
る
内
容
の
も
の
）
を
伝
達
し
て
、

そ
の
侵
害
を
回
復
な
い
し
除
去
す
る
に
必
要
に
し
て
十
分
な
方
法
が
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
新
聞
・
雑
誌
等

に
よ
る
名
誉
穀
損
の
場
合
に
は
、
そ
れ
を
回
復
、
除
去
す
る
の
も
同
じ
媒
体
の
広
告
で
、
ま
た
、
一
定
の
限
ら
れ
た
範
囲
の
者
へ
の

伝
達
に
よ
る
侵
害
の
場
合
に
は
、
そ
の
回
復
・
除
去
も
、
そ
れ
ら
の
者
へ
の
原
伝
運
を
訂
正
す
る
一
定
事
実
の
伝
達
（
送
付
）
で
も

よ
い
。
こ
の
点
で
は
、
送
付
も
広
告
と
同
じ
機
能
を
は
た
す
も
の
で
あ
り
、
広
告
の
中
に
含
め
て
解
し
て
も
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、

一
般
論
と
し
て
は
、
謝
罪
広
告
、
取
梢
広
告
、
反
論
文
掲
載
、
判
決
公
表
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
実
際
に
も
、
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
と
い
っ
て
よ
い
く
ら
い
、
謝
罪
広
告
が
使
用
さ
れ
、
名
誉
回
復
処
分
と
い
え
ば
、
謝
罪
広
告
し
か
な
い
様
相
を
旱
て
て
い
る
。

二
謝
罪
広
告

１
謝
罪
広
告
（
乙
形
式
謝
罪
広
告
は
、
通
常
、
「
謝
罪
広
告
」
と
い
う
表
題
の
も
と
に
、
本
文
と
し
て
は
、
加

害
者
（
被
告
）
の
な
し
た
言
説
が
虚
偽
の
事
実
の
陳
述
で
あ
る
こ
と
（
事
実
の
摘
示
に
よ
る
場
合
）
、
「
不
用
意
な
報
道
」
で
あ
っ

た
こ
と
、
「
人
格
を
批
判
し
た
言
説
を
掲
載
」
し
た
こ
と
（
論
評
・
批
判
に
よ
る
場
合
）
、
あ
る
い
は
一
定
の
行
為
（
た
と
え
ば
誤

認
逮
捕
）
で
あ
る
こ
と
等
を
自
認
す
る
陳
述
（
事
実
の
認
識
文
言
）
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
被
害
者
（
原
告
）
の
名
誉
等
を
侵
害
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
認
す
る
趣
旨
の
陳
述
（
非
行
の
認
識
文
言
）
、
お
よ
び
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
加
害
者
は
被
害
者
に
陳
謝
す
る
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謝
罪
広
告
の
内
容
は
、
事
実
が
真
実
に
反
す
る
こ
と
、
不
当
な
論
評
・
批
判
で
あ
る
こ
と
、
誤
認
逮
捕
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
事
実

の
認
識
部
分
と
、
そ
れ
に
よ
り
名
誉
等
を
侵
害
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
自
認
す
る
、
非
行
の
認
識
部
分
と
、
そ
れ
に
対
し
て
、

名
宛
人
た
る
被
害
者
に
陳
謝
す
る
、
陳
謝
部
分
と
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
う
ち
で
、
社
会
的
評
価
を
回
復
す
る
た
め
に
作
用
す
る
部

分
は
、
主
と
し
て
前
半
部
分
、
す
な
わ
ち
、
真
実
に
反
す
る
事
実
、
不
当
な
論
評
・
一
定
の
行
為
な
ど
で
あ
る
こ
と
を
自
認
す
る
、

事
実
の
認
識
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
原
告
に
対
す
る
評
価
を
低
下
さ
せ
る
誤
っ
た
事
実
を
訂
正
、
除
去
し
、
原
告
の
評
価
に

関
し
て
世
人
の
判
断
に
影
響
を
与
え
る
被
告
の
論
評
・
批
判
が
不
当
だ
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
世
人
へ
の
影
響
を
弱
め
あ
る
い
は

無
力
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
謝
罪
広
告
は
、
文
面
上
被
害
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
事
実
の
認
識
部
分
は
、

実
質
的
に
は
、
社
会
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
、
謝
罪
部
分
は
、
あ
く
ま
で
も
、
名
実
と
も
に
、
被
害
者
に
向
け
ら
れ
て

い
る
（
虚
偽
の
事
実
を
流
布
し
、
世
人
の
判
断
を
誤
ら
せ
る
よ
う
な
不
当
な
評
論
等
を
流
布
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
社
会
に
陳
謝
し

て
い
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
ハ
も
ち
ろ
ん
、
被
害
者
に
名
宛
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
無
視
し
て
Ｖ
、
そ
う

す
る
と
こ
の
部
分
は
一
種
の
制
裁
と
解
さ
れ
る
に
い
た
る
で
あ
ろ
う
）
。
し
た
が
っ
て
、
謝
罪
蔀
証
分
は
、
被
害
者
の
名
誉
感
情
を
回

復
し
、
復
讐
心
を
満
足
さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
わ
く
。

（
イ
）
媒
体
謝
罪
文
を
広
告
す
る
媒
体
は
、
通
常
の
日
刊
新
聞
が
選
ば
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
週
刊
誌
、
月
刊
誌
、

特
定
の
業
界
紙
の
場
合
も
あ
る
。
一
般
論
と
し
て
は
、
謝
罪
広
告
は
、
当
該
名
誉
段
損
的
な
事
実
を
流
布
し
た
新
聞
ま
た
は
雑
誌
上

に
広
告
さ
れ
る
の
が
最
も
効
果
的
で
あ
る
（
東
京
地
判
昭
四
一
一
一
・
’
一
・
二
五
判
時
五
一
一
一
七
号
二
八
頁
、
判
夕
二
三
二
号
一
九
一
頁
、

趣
旨
の
陳
述
（
陳
謝
文
言
）
か
ら
な
り
、
そ
の
他
、
陳
述
の
年
月
日
、
陳
述
者
（
加
害
者
・
被
告
）
の
名
、
そ
し
て
「
何
某
殿
」
と

名
宛
人
た
る
被
害
者
（
原
告
）
の
名
を
表
示
し
、
こ
れ
を
新
聞
等
に
掲
戟
さ
せ
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
不
特
定
の
第
三
者
・
世
人
に

伝
達
す
る
も
の
で
あ
る
。
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２
謝
罪
広
告
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
被
侵
害
法
益
（
ァ
）
名
誉
・
信
用
名
誉
や
信
用
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
現

行
法
上
、
明
文
を
も
っ
て
そ
の
侵
害
に
対
す
る
原
状
回
復
処
分
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
（
著
作
二
五
条
、
不
正
競

争
一
条
の
二
Ⅲ
項
、
特
許
一
○
六
条
、
実
用
新
案
三
○
条
、
意
匠
四
一
条
、
商
標
三
九
条
）
。
判
例
は
、
民
法
七
二
一
一
一
条
に
よ
る
場

合
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
も
、
回
復
処
分
と
し
て
謝
罪
広
告
を
命
じ
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
著
作
人
格
権
に
つ
き
、
東
京

地
判
昭
一
二
。
七
・
七
新
聞
四
一
六
七
号
三
頁
、
不
正
競
争
に
つ
き
、
東
京
地
判
昭
二
七
・
七
・
一
一
一
○
下
民
集
三
巻
九
号
一
一
一
一
一
一
四

頁
）
。
と
い
う
の
は
、
名
誉
は
社
会
的
評
価
で
あ
り
、
ま
た
信
用
も
経
済
上
・
営
業
上
の
社
会
的
評
価
で
あ
る
の
で
、
両
者
は
同
一

夏
泉
地
判
昭
四
五
・
四
・
一
三
判
時
五
九
二
号
三
一
頁
）
。
と
い
う
の
は
、
名
誉
段
損
的
な
一
定
の
情
報
が
届
い
た
範
囲
の
者
に
、

そ
れ
を
否
定
す
る
新
た
な
情
報
を
届
け
る
の
に
最
も
適
切
な
も
の
は
原
報
道
と
同
一
紙
（
誌
）
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ラ

ジ
オ
・
テ
レ
ビ
に
よ
る
名
誉
殴
損
的
な
報
道
の
場
合
に
は
事
情
が
異
な
る
。
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
は
、
謝
罪
広
告
等
を
放
送
す
る
媒
体

と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
ず
、
ラ
ジ
オ
。
テ
レ
ビ
お
よ
び
新
聞
を
通
じ
て
の
名
誉
段
損
の
場
合
に
も
、
名
誉
回
復
処
分
は
新
聞

上
で
の
み
な
さ
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
最
（
大
）
判
昭
三
一
・
七
・
七
民
集
一
○
巻
七
号
七
八
五
頁
、
東
京
地
判
昭
五
四
・
五
・

二
九
判
時
九
三
三
号
八
七
頁
等
参
照
）
。
こ
れ
ら
の
媒
体
は
、
加
害
者
（
被
告
）
自
身
の
支
配
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
し
、

第
三
者
の
支
配
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
（
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
強
制
執
行
の
方
法
が
異
な
る
）
。

各
種
媒
体
の
う
ち
、
い
か
な
る
も
の
が
原
告
に
よ
り
選
択
さ
れ
、
ま
た
裁
判
所
に
よ
り
命
ぜ
ら
れ
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
媒
体
の

有
す
る
伝
達
能
力
や
伝
達
範
囲
を
考
慮
し
て
、
当
該
名
誉
侵
害
を
回
復
す
る
の
に
最
も
有
効
で
適
切
な
媒
体
は
何
か
と
い
う
観
点
か

ら
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
名
誉
穀
損
的
な
報
道
を
な
し
た
媒
体
と
謝
罪
広
告
を
掲
載
す
る

媒
体
が
異
な
っ
て
も
よ
い
し
、
ま
た
掲
示
や
謝
罪
文
の
一
定
範
囲
の
者
へ
の
送
付
で
も
よ
い
。
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に
処
理
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
イ
）
名
誉
の
意
味
民
法
七
二
三
条
で
い
う
名
誉
は
、
「
各
人
力
基
品
性
徳
行
名
声
信
用
等
二
付
キ
世
人
ヨ
リ
相
当
二
受

ク
ヘ
キ
声
価
ヲ
云
う
」
（
大
判
明
三
九
・
二
・
一
九
民
録
一
二
輯
二
二
六
頁
）
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
名
誉
と
は
、
人
の
社
会
的
評

価
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
名
誉
殴
損
と
は
、
人
に
対
す
る
社
会
的
評
価
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
で
あ
魂
・
し
た
が
っ
て
、
人
の
主
観
的

な
名
誉
感
情
を
侵
害
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
（
つ
ま
り
、
人
に
対
す
る
社
会
的
評
価
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
担
笈
ロ
）
は
、
名
誉

段
損
で
は
な
く
（
こ
の
種
の
侵
害
も
人
潅
爆
轌
慢
害
と
し
て
不
法
行
為
に
は
な
る
）
、
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
名
誉
回
復
処
分
に

よ
る
救
済
も
許
さ
れ
な
い
。
単
な
る
名
誉
感
情
の
侵
害
が
不
法
行
為
に
な
る
場
合
に
は
、
慰
謝
料
に
よ
る
救
済
し
か
許
さ
れ
な
い
。

た
し
か
に
、
名
誉
感
情
、
そ
の
他
、
被
害
者
の
怒
り
、
悲
し
み
、
屈
辱
感
、
不
快
感
な
ど
の
傷
つ
け
ら
れ
た
感
情
等
の
精
神
的
苦
痛

（
そ
れ
が
、
人
格
権
の
侵
害
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
財
産
権
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
と
）
は
、
陳
謝
に
よ
り
癒
さ
れ
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
一
般
的
に
、
精
祥
的
苦
痛
を
癒
す
た
め
に
謝
罪
広
告
を
認
め
る
訳
に
は
行
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
不
法
行
為
の

救
済
と
し
て
、
一
般
的
に
原
状
回
復
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
（
民
四
一
七
条
、
七
二
二
条
一
項
）
、
ま
た
、
後
述
の
よ
う
に
、

謝
罪
広
告
を
強
制
す
る
こ
と
は
、
良
心
の
自
由
や
人
格
の
自
由
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
な
ぜ
謝
罪
さ
れ
れ
ば
精
神
的
苦

痛
が
癒
さ
れ
る
か
を
見
る
と
、
そ
れ
は
加
害
者
（
被
告
）
に
屈
辱
感
・
苦
痛
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
被
害
者
の
報
復
感
情
が
満
足

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
も
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
救
済
は
、
現
行
不
法
行
為
制
度
が
加
害
者
へ
の
制
裁
で
は
な
く
、
被

害
者
の
損
害
填
補
を
目
的
と
す
る
点
か
ら
す
る
と
、
妥
当
で
は
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
原
状
回
復
を
認
め
て
い
る
名
誉
殴
損
の
場
合

に
は
、
名
誉
を
広
く
解
し
、
あ
る
い
は
類
推
適
用
に
よ
り
名
誉
感
情
の
侵
害
等
の
場
合
に
ま
で
、
謝
罪
に
よ
る
精
神
的
苦
痛
の
治
癒

を
許
す
べ
き
だ
と
し
て
も
、
謝
罪
広
告
は
、
行
き
過
ぎ
で
あ
り
、
妥
当
性
を
欠
く
と
の
そ
し
り
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、

陳
謝
は
、
加
害
者
か
ら
被
害
者
に
な
さ
れ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
広
告
と
い
う
形
式
で
世
人
に
伝
達
す
る
こ
と
は
必
要
で
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な
い
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
陳
謝
者
に
不
必
要
な
屈
辱
、
苦
痛
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
名
誉
感
情
の
侵
害
の
場

（
醜
）

ム
ロ
に
は
、
名
誉
回
復
処
分
に
よ
る
救
済
は
許
さ
れ
な
い
。

通
説
も
、
名
誉
を
社
会
的
評
価
と
考
え
て
い
る
の
で
、
民
法
七
一
一
三
条
と
の
関
係
で
も
同
じ
く
社
会
的
評
価
の
低
下
の
回
復
と
者

（
卵
）

え
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
判
例
（
最
判
昭
四
五
・
一
一
一
・
一
八
民
集
二
四
巻
一
一
一
一
号
一
一
一
五
一
頁
）
も
、
民
法
七
二
一
一
一
条
に
い
う
名

誉
と
は
、
社
会
か
ら
受
け
る
客
観
的
な
評
価
つ
ま
り
社
会
的
名
誉
を
意
味
し
、
名
誉
感
情
は
含
ま
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ

の
根
拠
と
し
て
、
原
状
回
復
処
分
を
命
じ
る
こ
と
の
趣
旨
は
、
「
そ
の
処
分
に
よ
り
、
加
害
者
に
対
し
て
制
裁
を
加
え
た
り
、
ま
た

加
害
者
に
謝
罪
等
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
被
害
者
に
主
観
的
な
満
足
を
与
え
た
り
す
る
た
め
で
は
な
く
、
金
銭
に
よ
る
損
害
賠
償
の

み
で
は
填
補
さ
れ
え
な
い
、
殴
損
さ
れ
た
被
害
者
の
人
格
的
価
値
に
対
す
る
社
会
的
・
客
観
的
な
評
価
自
身
を
回
復
す
る
こ
と
を
可

能
な
ら
し
め
る
た
め
で
あ
る
」
と
判
示
す
る
。
こ
れ
は
、
き
わ
め
て
妥
当
な
見
解
で
あ
る
。

（
ゥ
）
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
場
合
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
、
「
私
生
活
を
み
だ
り
に
公
開
さ
れ
な
い
と
い
う
法
的
保
障
な
い

し
権
利
」
（
墓
尿
地
判
昭
三
九
・
九
・
二
八
下
民
集
一
五
巻
九
号
二
一
一
一
一
七
頁
「
宴
の
あ
と
」
事
件
）
と
い
う
消
極
的
な
内
容
を
も

ち
、
そ
の
侵
害
の
際
に
は
不
法
行
為
や
差
止
請
求
権
に
よ
る
救
済
が
問
題
と
な
る
。
現
在
で
は
、
そ
れ
は
、
さ
ら
に
「
自
己
に
つ
い

（
別
）

て
の
情
報
の
流
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利
」
と
し
て
も
考
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
後
者
の
側
面
で
は
、
デ
ー
タ
ー
・
パ
ン
ク
と
の

関
連
で
、
自
己
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、
自
己
に
つ
い
て
の
情
報
が
収
集
管
理
さ
れ
て
い
る
と
き
、
妨
害
排
除
請
求
と
し
て
、
そ
の

開
示
・
抹
消
・
訂
正
の
権
利
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
前
者
つ
ま
り
そ
の
侵
害
が
不
法
行
為
に
よ
り
救
済
さ
れ
る
場
合
に
、
民
法
七
一
一
三
条
を
類
推
適
用
し

て
、
名
誉
回
復
処
分
に
よ
る
救
済
が
与
え
ら
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
肯
定
す
る
判
決
（
重
湿
地
判
平

二
・
五
・
一
一
二
判
時
一
一
一
一
五
七
号
九
三
頁
）
も
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
「
宴
の
あ
と
」
事
件
判
決
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
不
法
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行
為
を
認
定
し
て
損
害
賠
償
を
命
じ
た
が
、
謝
罪
広
告
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
て
棄
却
し
た
。
「
私
生
活
（
私
事
）

が
み
だ
り
に
公
開
さ
れ
た
但
笈
ロ
に
、
そ
れ
が
公
開
さ
れ
な
か
っ
た
状
態
つ
ま
り
原
状
に
回
復
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
不
可
能
な
こ

と
で
あ
り
、
名
誉
の
段
損
、
信
用
の
低
下
を
理
由
と
す
る
も
の
で
な
い
以
上
は
、
民
法
七
二
三
条
に
よ
る
謝
罪
広
告
は
請
求
し
得
な

い
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
正
当
で
あ
る
」
。

（
露
）

学
説
も
、
対
立
す
る
が
、
プ
ー
フ
イ
パ
シ
ー
に
は
、
謝
罪
広
告
を
認
め
な
い
と
す
る
見
解
が
妥
当
で
あ
る
。
私
生
活
が
公
開
さ
れ
て

し
ま
う
と
、
事
後
的
に
そ
れ
が
公
開
さ
れ
な
か
っ
た
状
態
を
作
り
出
す
こ
と
は
理
論
上
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
実
際
上
、
謝
罪
広
告

（
取
消
広
告
も
同
様
）
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
く
な
い
事
実
を
再
度
公
表
す
る
こ
と
に
な
り
、
救
済
と
し
て
も
不
適
切
で
あ

る
。
ま
た
、
糖
神
的
苦
痛
に
対
す
る
慰
謝
手
段
と
し
て
、
謝
罪
広
告
を
認
め
る
な
ら
ば
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
救
済
の
た
め
に
も

認
め
ら
れ
よ
う
が
、
縞
呼
神
的
苦
痛
に
対
し
て
の
慰
謝
手
段
と
し
て
の
謝
罪
『
広
告
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
が
、
結
果
と
し
て
、
名
誉
殴
損
に
な
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
社
会
的
名
誉
を
侵
害
し
た
限
り
で
は
、

（
鯛
）

民
法
七
一
一
一
一
一
条
の
救
済
が
与
え
ら
れ
る
と
す
る
説
も
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
理
論
的
に
は
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
名
誉
回
復
処
分

は
、
謝
罪
広
告
で
あ
ろ
う
と
、
取
梢
広
告
で
あ
ろ
う
と
、
反
》
塑
器
掲
載
で
あ
ろ
う
と
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
あ
る
人
の
社
会
的
評
価

の
判
断
資
『
料
と
な
っ
た
誤
っ
た
（
あ
る
い
は
不
当
な
）
憎
勤
》
を
訂
正
・
除
去
す
る
よ
う
な
情
報
を
、
世
人
に
伝
達
す
る
仕
方
の
救
済

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
が
か
ら
む
事
件
で
は
、
被
害
者
が
再
度
私
生
活
を
公
表
さ
れ
た
く
な
い
と
い
う
事

情
が
あ
る
塲
苔
が
多
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
名
誉
回
復
処
分
は
事
瞳
主
利
用
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

１

取
消
広
告

取
消
広
告

（
ァ
）
形
弐
一
般
に
、
謝
皐
斐
陞
告
の
内
暴
合
の
う
ち
の
陳
鍋
塑
〆
言
に
あ
た
る
部
分
を
含
ま
な
い
取
拙
虫
×
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後
者
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
イ
）
侵
害
行
為
（

（
師
）

を
内
容
と
す
る
広
告
が
取
梢
広
告
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
言
説
が
真
実
に
反
す
る
》
」
と
お
よ
び
論
評
・
批
判

が
不
当
で
あ
る
こ
と
の
自
認
（
事
実
認
識
）
の
部
分
と
そ
の
よ
う
な
言
説
に
よ
り
被
害
署
の
名
誉
を
段
損
し
た
旨
の
自
認
（
非
行
の

認
識
）
の
部
分
と
取
梢
文
言
よ
り
な
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
駆
福
広
告
の
実
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
「
取

梢
広
告
」
あ
る
い
は
「
取
泊
記
事
」
と
題
し
、
「
○
○
の
言
説
は
事
実
に
反
し
、
貴
殿
の
名
誉
を
殿
損
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
た
か
ら
、
宣
靭
分
は
取
消
し
ま
す
」
と
い
う
内
容
で
、
陳
述
年
月
日
、
陳
述
者
（
加
害
者
、
被
告
）
の
名
、
「
何
某
殿
（
被
害

者
、
原
告
）
」
と
名
宛
人
を
表
示
し
、
こ
れ
を
新
聞
紙
等
に
掲
載
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
童
京
地
判
昭
三
九
・
’
○
・

一
六
下
民
集
一
五
巻
一
○
号
二
四
六
四
頁
）
。
そ
れ
以
外
に
、
別
の
取
梢
広
告
の
形
式
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
文
部
分
が
「
○
○

の
言
説
は
、
事
実
に
反
す
る
の
で
取
消
し
ま
す
」
と
い
う
内
容
で
、
「
何
某
殿
」
と
い
う
名
宛
人
の
な
い
も
の
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、

大
阪
地
判
昭
四
三
・
七
・
三
○
判
時
五
一
一
八
号
一
五
頁
）
。
前
者
は
、
事
実
の
虚
偽
性
（
事
実
の
認
識
）
と
非
行
（
名
誉
殴
損
た
る

こ
と
）
の
自
認
（
非
行
の
潔
識
）
を
含
み
、
謝
罪
広
告
か
ら
謝
罪
文
言
を
取
り
去
っ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
事
実
の

虚
偽
性
と
醜
狛
文
言
の
み
で
あ
る
。
非
行
（
名
誉
致
損
た
る
こ
と
）
の
自
認
は
、
謝
罪
の
前
提
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
非
行
の
自
認

を
含
む
取
泊
広
告
は
、
謝
罪
広
告
と
非
行
の
自
認
を
含
ま
な
い
取
梢
広
告
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。

被
害
署
に
対
す
る
社
会
的
評
価
の
低
下
を
回
復
す
る
に
は
、
そ
の
よ
う
な
低
下
の
資
料
と
な
っ
た
原
情
報
を
訂
正
す
れ
ば
良
い
の

で
あ
る
か
ら
（
非
行
の
認
識
は
不
必
要
）
、
ま
さ
に
、
亟
摘
広
告
は
、
（
被
告
名
で
の
そ
の
強
制
の
問
題
を
別
に
す
れ
ば
）
そ
の
よ

う
な
名
誉
回
復
処
分
と
し
て
適
切
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
虚
偽
の
情
報
を
取
消
す
広
告
は
、
特
定
の
被
害
者
に
で
は
な
く
、
原

情
報
の
届
い
た
世
人
に
宛
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
で
、
名
宛
人
の
記
戟
は
不
必
要
で
あ
る
。
結
局
、
取
消
広
告
の
二
聿
例
中
で
は
、

侵
害
行
為
の
態
様
取
消
広
告
に
よ
り
救
済
さ
れ
る
た
め
に
は
、
侵
害
行
為
が
言
語
的
な
表
現
に
よ
る
も
の
で
な
け
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れ
ぱ
な
ら
な
い
。
言
語
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
取
梢
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
写
真
の
公
表
に
よ
っ
て
名
誉
が
段
損

さ
れ
た
但
笈
ロ
に
は
取
消
し
は
許
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
一
定
の
行
為
（
誤
認
》
揮
捕
）
に
よ
る
名
誉
鰯
積
の
縄
五
口
に
も
、
取
梢
が
認
め

ら
れ
る
但
笈
ロ
が
あ
る
。
Ａ
が
窃
盗
犯
で
な
い
の
に
窃
盗
犯
と
し
て
逮
捕
さ
れ
、
そ
れ
が
朴
委
に
知
ら
れ
た
但
笈
ロ
に
は
、
Ａ
は
窃
盗
犯

で
は
な
く
誤
認
逮
捕
で
あ
る
旨
を
（
取
消
）
広
告
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
名
誉
回
復
が
可
能
で
あ
る
。

言
語
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
事
実
主
張
の
み
な
ら
ず
論
評
、
批
判
、
偏
猪
齢
認
町
で
も
よ
い
か
問
題
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
事
実
主

（
団
）

張
と
価
値
刺
貯
剖
に
は
、
次
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
に
、
あ
る
人
に
関
す
る
事
実
は
、
そ
の
者
に
関
す
る
世
人
の

評
価
が
形
成
さ
れ
る
基
礎
を
な
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
誤
っ
た
事
実
は
誤
っ
た
評
価
の
原
因
に
な
る
の
で
除
去
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ

れ
に
反
し
、
あ
る
人
に
対
す
る
価
値
靭
膣
町
的
情
報
は
、
判
臨
》
者
の
立
場
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
読
者
や
聴
者
が
、
被
害
者

に
対
す
る
評
価
を
形
成
す
る
資
料
と
し
て
は
力
が
弱
い
（
た
だ
し
、
怖
橋
蹄
認
町
が
権
威
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
り
、
専
門
的
知
識
に

基
づ
い
て
い
た
り
し
て
い
る
場
合
に
は
、
影
響
力
が
あ
る
）
。
ま
た
、
名
誉
・
信
用
自
体
が
社
会
的
評
価
、
つ
ま
り
個
々
の
人
の
評

価
、
価
傭
靭
齢
ろ
相
乗
作
用
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
一
般
的
価
値
獅
断
で
あ
り
、
怖
橋
蝿
独
断
を
制
限
す
れ
ば
、
社
会
的
評
価
の
基
礎
を

奪
う
こ
と
に
な
る
。
第
一
一
に
、
事
実
は
、
客
観
的
性
質
を
有
し
一
基
台
の
証
明
が
可
能
で
あ
り
、
主
張
の
許
否
の
基
礎
が
明
確
だ
が
、

価
硝
獅
臨
蔵
単
に
当
不
当
の
問
題
を
生
ず
る
に
す
ぎ
ず
、
今
日
の
よ
う
な
多
様
な
価
値
の
対
立
し
た
社
会
で
は
当
不
当
を
判
定
す
る

客
観
的
基
準
に
欠
け
て
い
る
。
第
一
一
一
に
、
不
当
な
怖
精
婦
皿
町
を
制
限
す
る
と
い
う
廻
笈
ロ
で
も
、
意
見
（
そ
の
中
に
は
価
値
判
断
が
含

ま
れ
て
い
る
）
発
表
の
自
由
に
抵
触
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
、
不
当
な
怖
猪
燭
騨
町
の
取
梢
の
強
制
は
、
虚
偽
の
事
実
の
取
梢
よ

り
も
よ
り
良
心
の
自
由
と
の
抵
触
の
可
能
怪
が
大
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

判
例
、
通
説
は
、
こ
の
点
に
関
し
工
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
に
、
取
消
を
認
め
た
判
例
は
、
事
実
主
張
に
関
す

る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
事
例
数
が
き
わ
め
て
少
な
い
の
で
、
そ
れ
に
限
定
す
る
趣
旨
か
ど
う
か
は
即
断
で
き
な
い
。
学
説
も
、
こ



琉大法学第48号 (1992） 258

３
取
消
の
種
類
（
ァ
）
取
消
前
述
の
「
○
○
の
言
説
は
事
実
に
反
す
る
の
で
取
消
し
ま
す
」
と
い
う
形
式
の
取
梢

で
あ
り
、
当
該
言
説
が
事
実
に
反
し
、
間
違
っ
て
い
る
こ
と
の
自
認
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
イ
）
訂
正
・
補
充
名
誉
殴
損
的
な
事
実
の
主
張
が
、
絶
対
的
に
真
実
に
反
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
不
一
王
宍
一
方
的
、

不
明
瞭
あ
る
い
は
誇
張
的
で
聴
者
や
読
者
を
誤
解
に
導
き
や
す
い
場
合
、
た
と
え
ば
、
あ
る
者
が
実
際
は
、
正
当
防
衛
に
当
た
る
行

為
で
他
人
を
傷
つ
け
た
の
に
、
正
当
防
衛
の
点
を
黙
っ
て
傷
害
の
事
実
だ
け
を
述
べ
た
よ
う
な
事
例
で
は
、
事
実
が
完
全
に
真
実
に

反
す
る
場
合
の
よ
う
に
作
用
す
る
。
こ
の
場
合
の
取
梢
は
、
正
当
防
衛
に
よ
る
旨
の
陳
述
に
よ
り
な
さ
れ
る
（
訂
正
）
。
ま
た
、
あ

る
週
刊
誌
が
、
原
告
の
書
簡
等
の
一
部
を
書
き
換
え
た
り
省
略
し
た
り
し
て
、
読
者
に
原
告
の
政
治
的
立
場
を
歪
め
て
伝
え
、
名
声

を
損
ね
た
よ
う
な
事
例
で
は
、
取
消
は
、
被
告
に
説
明
文
の
掲
載
を
命
ず
る
こ
と
に
よ
り
な
さ
れ
る
（
補
充
）
。
誤
認
逮
捕
の
場
合

の
よ
う
に
一
定
の
行
為
に
よ
る
も
の
も
こ
の
方
法
に
よ
り
救
済
さ
れ
う
る
も
の
も
あ
る
。

の
点
に
関
し
、
自
覚
的
に
述
べ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
だ
、
謝
罪
広
告
に
つ
い
て
、
事
実
の
真
否
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、

論
評
や
批
判
に
つ
い
て
当
不
当
を
問
題
に
し
て
お
り
、
ま
た
取
梢
広
告
を
謝
罪
広
告
か
ら
謝
罪
文
言
を
除
い
た
も
の
、
あ
る
い
は
取

（
、
）

梢
広
告
を
謝
罪
広
告
の
効
力
の
弱
い
も
の
と
解
し
て
い
る
》
」
と
か
ら
す
る
と
、
通
説
、
判
例
は
、
価
値
判
断
も
不
当
な
と
き
取
消
し

う
る
と
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
実
主
張
と
価
値
判
断
に
は
、
前
述
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
以
上
、
取

消
と
の
関
係
で
も
異
な
っ
た
取
扱
を
す
べ
き
で
あ
り
、
価
値
判
断
に
つ
い
て
は
、
取
梢
は
許
さ
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
魂
。

２
取
消
広
告
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
被
侵
害
利
益
名
誉
感
情
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の

取
消
広
告
に
よ
る
救
済
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
謝
罪
広
告
の
項
で
述
べ
た
こ
と
が
妥
当
す
る
。
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（
ゥ
）
暫
定
的
取
消
取
消
は
、
仮
処
分
に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
う
る
か
問
題
で
あ
る
。
仮
処
分
に
よ
る
場
苔
は
、
そ
の
主
張

を
「
目
下
の
と
こ
ろ
」
あ
る
い
は
「
琿
塵
や
点
で
は
」
堅
持
で
き
な
い
旨
の
宣
言
を
純
筈
に
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
な
し
う
る
（
暫

定
的
取
梢
）
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
第
一
に
、
仮
処
分
手
続
は
疎
明
で
足
り
る
の
で
、
言
説
の
」
騨
偲
性
を
確
信
を
も
っ

て
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
仮
処
分
手
続
は
、
名
誉
の
保
護
と
新
聞
等
の
表
現
の
自
由
と
の
間
の
難
し
い
限
界

付
け
の
問
題
を
処
理
す
る
に
は
不
向
き
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
、
取
梢
は
、
原
状
回
復
請
求
権
の
完
全
か
つ
実
際
上
の
「
取
消
し
え

（
い
）

な
い
」
実
現
を
意
味
す
る
｝
」
と
、
な
ど
の
理
由
か
ら
、
取
梢
は
仮
処
分
に
よ
っ
て
は
命
ぜ
ら
れ
え
な
い
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
４
）
幾
代
通
・
前
掲
注
（
２
）
二
九
六
、
二
九
七
頁
は
、
人
格
梅
に
基
づ
く
差
止
鋼
求
権
を
民
法
七
二
三
条
の
「
回
復
」
処
分
の
中
に
含
ま
れ
る

と
解
釈
し
う
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

（
５
）
安
次
富
哲
雄
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
名
誉
殿
損
的
主
張
の
取
消
鯛
求
権
に
つ
い
て
」
琉
大
法
学
二
五
号
六
頁
以
下
（
一
九
七
九
）
。

（
６
）
ｏ
・
田
の
】
ご
ｏ
］
１
．
言
』
『
【
８
日
の
『
固
汀
の
己
、
Ｃ
冒
薗
８
８
ヶ
、
の
風
Ｃ
Ｅ
】
◎
ず
の
可
の
②
一
ｍ
←
の
］
］
目
、
ご
◎
口
弓
巴
、
Ｐ
Ｃ
豈
の
貝
目
□
》
ロ
ロ
・
臣
（
］
召
】
）
・

の
。
』
、
◎
帛
帛
’

（
注
）

（
１
）
幾
代
通
「
謝
罪
広
告
」
『
現
代
損
害
賠
償
法
講
座
２
』
二
四
四
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
九
七
二
）
。

（
２
）
加
藤
一
郎
「
不
法
行
為
』
（
法
律
学
全
集
二
一
一
）
二
’
五
頁
（
有
斐
閣
、
’
九
五
七
）
、
幾
代
通
『
不
法
行
為
』
二
九
三
頁
（
筑
摩
瞥
房
、

’
九
七
七
）
、
四
宮
和
夫
「
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
下
巻
』
四
七
二
頁
（
宵
林
瞥
院
、
’
九
八
五
）
。

（
３
）
我
妻
栄
『
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
』
’
九
八
頁
（
日
本
評
輪
社
、
一
九
四
○
）
、
戒
能
通
孝
『
憤
梅
各
論
』
四
六
二
頁
（
厳
松

堂
、
一
九
四
六
）
、
加
藤
・
前
掲
注
（
２
）
二
’
四
頁
、
五
十
嵐
糟
・
田
富
裕
『
名
誉
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
』
七
三
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
六
六
）
、

三
島
宗
彦
『
人
格
権
の
保
護
」
三
六
四
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
六
五
）
、
幾
代
通
・
前
掲
注
（
２
）
二
九
六
頁
、
四
宮
・
前
掲
注
（
２
）
四
六
七

頁
。
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（
７
）
安
次
富
・
前
掲
注
（
５
）
一
○
頁
。

（
８
）
安
次
富
・
前
掲
注
（
５
）
一
○
頁
。

（
９
）
信
用
毅
損
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
四
条
で
、
他
人
の
信
用
を
段
損
し
、
ま
た
は
他
人
の
営
業
も
し
く
は
そ
の
発
展
に
関
し
不
利
益
を
生

ぜ
し
む
べ
き
事
実
を
真
実
に
反
し
て
主
張
し
、
ま
た
は
流
布
し
た
者
は
、
そ
の
真
実
に
反
す
る
こ
と
を
過
失
に
よ
っ
て
知
ら
な
か
っ
た
場
合
で

も
賠
償
責
任
を
負
う
、
と
さ
れ
て
い
る
。

（
、
）
再
Ｐ
同
ｏ
国
②
Ｐ
】
ｇ
「
『
・
藤
原
弘
道
「
ド
イ
ツ
判
例
法
に
お
け
る
名
誉
殴
損
的
言
説
の
取
消
を
求
め
る
折
（
ｏ
一
の
【
］
の
、
の
目
『

言
丘
の
同
日
［
の
曰
の
『
口
の
』
且
】
囮
口
、
）
に
つ
い
て
－
－
名
誉
殿
掴
と
そ
の
原
状
回
復
処
分
に
関
す
る
研
究
の
一
環
と
し
て
－
１
」
『
司
法
研
修

所
創
立
五
十
周
年
記
念
論
文
築
上
』
一
一
○
頁
以
下
（
’
九
六
三
）
参
照
。

（
ｕ
）
安
次
富
・
前
掲
注
（
５
）
一
頁
以
下
。

（
胆
）
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
三
条
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
「
非
財
産
的
損
害
に
関
す
る
賠
償
は
、
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
場
合
に
限
り
金
銭
に
よ
り

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

（
田
）
Ｚ
Ｐ
ｏ
三
○
八
条
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
「
裁
判
所
は
、
当
事
者
の
申
立
て
な
い
事
項
に
つ
い
て
、
判
決
を
下
す
権
限
は
な
い
。
特
に

果
実
、
利
子
そ
の
他
の
従
た
る
憤
樋
に
つ
い
て
も
ま
た
同
じ
」
（
同
条
一
項
）
。

「
訴
訟
費
用
を
負
担
す
る
義
務
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
申
立
て
が
な
く
と
も
ま
た
そ
の
言
渡
を
な
す
べ
き
で
あ
る
」
（
同
条
二
項
）
。

（ｕ）勺，の。ごｏのｍの『『画巨『ロの肴の」の］の、←】日切竜、←の曰：、Ｎ』ご】］『の。言］】９のご里『の。ｍ◎す昌園のｍ・白田．ｍ・望冨『・『可・伊・切言の旬》国巨『
三
】
」
の
『
『
巨
『
の
旨
の
『
弓
鳥
Ｐ
○
房
：
の
冨
目
言
。
ｍ
》
呂
勺
国
」
・
豊
（
こ
『
］
）
・
の
』
＆
宍
》
］
『
』
一
両
際
ゴ
ョ
の
ａ
言
の
『
・
Ｄ
Ｐ
ｍ
ｂ
の
『
、
ｇ
一
門
房
の
一
胃
の
⑤
三

】
ロ
ロ
の
吋
旦
の
巨
一
の
○
ず
の
ご
国
』
『
』
」
丙
の
◎
ず
一
切
Ｏ
Ｈ
Ｑ
口
巨
口
、
。
』
①
『
『
。
、
。
』
］
、
露
・

（
焔
）
ロ
く
の
『
｛
○
『
ｚ
白
雪
］
召
Ｐ
、
，
ｓ
］
・

（
お
）
ｏ
・
田
の
昔
。
］
９
口
．
■
・
○
・
『
の
，
］
ｇ
『
｛
・

（
Ⅳ
）
国
，
四
号
ヨ
ロ
ロ
ロ
》
□
⑪
切
勺
の
Ｈ
ｍ
ｑ
己
」
ｏ
房
の
』
厨
『
の
ｏ
亘
》
函
シ
ロ
ニ
．
．
］
垣
雪
・
の
・
四
ｍ
］
・

（
畑
）
罰
。
》
』
三
豊
．
←
旨
．
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（
旧
）
国
。
国
・
鈩
門
２
勺
”
ロ
ケ
の
円
、
．
※
（
］
。
＆
）
壹
訊
｝
○
Ｆ
○
句
円
の
』
ケ
巨
円
、
．
』
園
臼
・
『
巴
『
｛
・
》
田
。
。
尉
口
の
口
》
ｚ
』
ミ
ヨ
．
」
ｇ
《
・

（
卯
）
○
Ｆ
・
函
ニ
ョ
の
】
丘
己
◎
戸
の
ロ
．
』
三
］
の
態
・
巴
参
照
。

（
皿
）
因
ｏ
》
』
言
］
ｇ
一
・
ｍ
Ｓ
参
照
。

（
胆
）
餌
・
の
。
二
目
『
・
ロ
②
、
ぐ
の
『
ず
筐
一
己
の
ご
◎
戸
三
江
の
『
『
巨
「
の
旨
の
『
ロ
①
ワ
：
ロ
ー
目
、
巨
且
ロ
の
云
口
目
冒
】
周
与
自
由
：
『
ｏ
の
『
一
．
豈
添
圏
汚
呂
の
】
」
目
、

ロ
』
⑩
冨
曽
←
の
」
ご
脚
色
『
■
こ
『
旱
菖
の
ロ
の
Ｈ
汀
の
門
切
蔚
］
』
巨
口
、
。
。
■
ロ
”
］
①
量
・
《
・
の
・
層
③
．

（
銅
）
国
・
ｍ
９
ｐ
目
・
Ｐ
・
Ｐ
○
・
・
ｍ
・
層
『
・

（
型
）
ロ
・
Ｆ
Ｂ
ロ
。
Ｅ
『
Ｐ
Ｐ
Ｏ
．
．
、
。
］
呂
寓
・

（
妬
）
Ｚ
Ｐ
ｏ
二
五
六
条
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
「
法
律
関
係
の
成
立
あ
る
い
は
不
成
立
、
歴
瞥
の
承
鰭
あ
る
い
は
証
瞥
の
不
真
正
の
確
認
の

麻
は
、
原
告
が
、
法
律
関
係
ま
た
は
証
書
の
真
正
あ
る
い
は
不
真
正
を
裁
判
に
よ
り
即
時
に
確
潔
す
る
こ
と
に
法
律
上
の
利
益
を
有
す
る
場
合

に
は
、
こ
れ
を
提
起
し
得
る
」
（
同
条
一
項
）
。
同
条
二
項
は
省
略
。

（
妬
）
□
，
田
の
甘
◎
』
且
Ｐ
Ｐ
Ｏ
・
雪
】
９
国
．

（
〃
）
安
次
富
哲
雄
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
反
論
請
求
権
（
｜
）
～
（
四
。
完
）
」
琉
大
法
学
二
八
号
一
八
九
頁
以
下
（
’
九
八
一
）
、
同
二
九
号
五

七
頁
以
下
（
’
九
八
一
）
、
同
三
一
号
一
一
三
頁
以
下
（
一
九
八
二
）
、
同
三
六
号
七
三
頁
以
下
（
一
九
八
五
）
。

（
犯
）
新
聞
・
雑
誌
は
州
新
聞
法
に
よ
り
、
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
は
州
放
送
法
等
に
よ
る
。

（
羽
）
’
九
五
九
年
の
ド
イ
ツ
の
「
人
格
お
よ
び
名
誉
の
私
法
上
の
保
護
の
新
秩
序
の
た
め
の
法
律
案
（
、
の
円
固
員
二
百
円
閂
の
旨
の
の
○
の
、
の
肩
の
の

目
『
ｚ
の
ｐ
ｏ
ａ
ｐ
目
、
』
の
⑥
且
ａ
】
『
の
。
ご
］
】
◎
ず
の
曰
勺
⑩
『
、
。
ｐ
］
甘
芹
の
旨
‐
口
且
回
す
『
の
。
、
。
冒
薗
の
⑪
）
」
の
二
○
条
に
反
論
権
に
関
す
る
規
定
が

園
か
れ
、
こ
れ
に
よ
る
民
法
改
正
が
実
現
す
れ
ば
、
民
法
典
中
に
反
論
櫓
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
法
律
案
は
、

成
立
し
な
か
っ
た
。
な
お
、
オ
ラ
ン
ダ
で
も
、
民
法
典
中
に
反
論
権
の
規
定
を
置
く
よ
う
な
民
法
改
正
が
企
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
□
固
の
。
の
、
の
ロ
：
『
切
言
の
］
］
目
、
、
『
の
。
冨
旨
○
の
。
旨
の
ｑ
の
『
］
□
且
》
旨
勝
ｑ
圏
の
円
、
Ｄ
Ｃ
］
、
◎
。
、
句
『
ロ
ゴ
麦
》
Ｄ
ｍ
ｍ
Ｏ
の
閃
の
ロ
ー

目
『
の
←
の
］
一
目
、
、
『
⑩
。
亘
旨
団
員
○
℃
口
‐
‐
富
α
、
〕
】
◎
房
の
旨
ロ
」
の
Ｈ
因
日
日
８
回
の
日
品
‐
‐
・
言
ご
ロ
ロ
ケ
の
Ｐ
】
①
昼
．
ｍ
・
画
留
室
・
を
参
照
。

（
釦
）
し
・
国
巨
：
閂
雪
ｚ
Ｐ
菖
甸
』
】
島
の
勺
の
厨
。
ｐ
の
ロ
ロ
ロ
ロ
勺
の
『
、
。
。
〕
】
◎
ず
汚
凰
訂
切
◎
す
ロ
ー
㈱
・
】
の
＄
壹
切
・
】
ｍ
】
．
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（
瓠
）
こ
れ
を
認
め
る
判
例
、
、
○
回
ご
一
目
の
・
い
、
算
■
・
可
田
口
汽
勺
の
門
８
口
】
』
：
斎
辱
⑩
、
。
目
高
面
の
貝
の
．
届
田
一
切
・
】
日
・

（
躯
）
ロ
の
『
凰
弓
】
］
『
の
◎
す
言
ロ
ゴ
の
勺
の
Ｈ
ｍ
ｑ
口
］
甘
可
穴
の
】
一
ｍ
‐
巨
口
」
ロ
ケ
村
の
口
の
◎
ず
巨
薗
旨
甸
『
Ｐ
ロ
汚
司
の
】
○
戸
』
の
『
ぬ
。
》
署
の
旨
雪
国
ロ
、
］
回
。
』
ロ
ゴ
』
：
ご

く
の
『
＆
己
、
訂
口
の
日
日
の
曰
く
○
口
し
日
の
臥
百
（
Ｑ
ｇ
Ｐ
ｏ
三
の
ｐ
Ｑ
の
切
言
口
禺
‐
勺
］
ロ
ロ
。
汚
‐
旨
い
冒
巨
の
）
．
］
①
ｍ
Ｐ
ｍ
・
局
『
・

（
羽
）
シ
・
ロ
巨
呂
の
ｎ
－
Ｐ
ｐ
。
Ｃ
Ｑ
。
、
．
届
②
．

（
盤
）
□
の
『
且
ａ
］
『
の
。
ゴ
農
ロ
ケ
の
勺
の
Ｈ
ｍ
ｑ
ｐ
］
局
ケ
席
の
】
一
ｍ
‐
Ｅ
ご
」
固
耳
の
口
、
◎
す
巨
冨
ご
司
司
伍
己
［
『
の
局
戸
：
『
、
Ｃ
ご
く
の
旨
》
固
己
、
」
、
。
。
Ｅ
己
ｑ
Ｑ
の
曰

く
の
『
の
】
日
巴
の
ロ
の
箇
日
の
ロ
ぐ
○
口
シ
日
の
旬
讐
Ｐ
ｍ
・
旨
・

（
弱
）
シ
・
ロ
：
ゴ
の
『
・
Ｐ
・
Ｐ
。
．
》
の
．
】
団
・

（
鍋
）
シ
・
ロ
巨
呂
の
『
ｂ
・
口
．
。
・
・
の
．
］
『
。
．

（
Ｗ
）
シ
・
国
巨
◎
す
の
『
ｂ
・
口
・
○
・
・
ｍ
．
】
＄
・

（
羽
）
シ
・
国
巨
ロ
ゴ
の
円
・
Ｐ
Ｐ
．
。
・
・
の
．
】
＄
．

（
羽
）
三
島
・
前
掲
注
（
３
）
’
○
一
頁
以
下
、
山
口
俊
夫
「
フ
ラ
ン
ス
憤
務
法
』
一
六
六
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
’
九
八
六
）
、
０
円

目
昌
岸
の
◎
ず
こ
】
ｏ
す
の
己
の
前
⑩
。
□
〕
』
ｏ
匿
汽
の
岸
、
‐
ロ
ロ
旦
固
可
『
の
ロ
、
◎
す
巨
蔚
ご
可
用
ロ
ロ
弄
司
の
』
ｏ
戸
旦
の
ｎ
ｍ
ご
く
の
】
Ｎ
ご
回
。
、
］
③
ロ
○
巨
ロ
ロ
ロ
の
曰
く
の
可
の
】
。
、
←
の
。

の
Ｂ
２
の
曰
く
○
コ
ア
日
の
円
時
口
・
の
．
『
の
．

（
側
）
民
法
一
一
一
一
八
二
条
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
他
人
に
損
害
（
口
。
日
日
口
、
の
）
を
生
ぜ
し
め
る
人
の
行
為
は
す
べ
て
、
そ
の
原
因
た
る
フ
ォ
ー

ト
（
厨
巳
の
）
あ
る
人
を
し
て
そ
の
損
害
を
賠
償
す
べ
き
義
務
を
負
わ
し
め
る
」
（
一
一
一
島
・
前
掲
注
（
３
）
九
一
頁
に
よ
る
）
。

（
鋤
）
山
口
俊
夫
「
反
駁
権
Ｉ
フ
ラ
ン
ス
法
を
中
心
と
し
て
」
『
現
代
損
害
賠
償
法
２
」
二
九
一
頁
（
日
本
評
論
社
、
’
九
七
二
）
。

（
妃
）
原
記
事
に
よ
る
名
誉
殴
損
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
は
別
の
反
論
文
掲
載
拒
否
に
基
づ
く
損
害
の
賠
償
で
あ
る
。

（
妃
）
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
州
、
ネ
バ
ダ
州
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
。

（
必
）
三
島
・
前
掲
注
（
３
）
二
一
一
頁
。

（
妬
）
幾
代
・
前
掲
注
（
１
）
二
四
六
頁
。

（
妬
）
三
島
・
前
掲
注
（
３
）
二
八
六
頁
、
深
瀬
忠
一
「
判
批
」
「
憲
法
判
例
百
選
』
（
第
一
版
）
三
一
頁
。
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（
卿
）
伊
藤
正
己
「
判
批
」
法
協
七
四
巻
五
四
七
頁
。

（
妃
）
民
法
修
正
案
理
由
瞥
（
七
一
一
二
条
の
項
）
、
梅
謙
次
郎
『
民
法
要
譲
巻
之
三
』
九
一
五
頁
（
有
斐
閣
、
第
三
一
一
一
版
、
’
九
一
二
）
、
岡
松
参
太

郎
『
民
法
理
由
書
下
巻
』
五
○
三
頁
（
有
斐
閣
、
一
八
九
七
）
。

（
蛆
）
言
・
忌
皀
の
門
》
冠
司
の
⑪
、
⑩
『
①
。
頁
国
□
，
目
冒
目
呂
の
Ｐ
］
垣
９
．
ｍ
・
恩
］
に
よ
れ
ば
、
反
論
権
を
認
め
て
い
る
国
は
、
世
界
で
三
三
ヵ
国

（
卯
）
伊
藤
・
前
掲
注
（
釘
）
五
四
六
頁
、
四
宮
・
前
掲
注
（
２
）
四
七
三
頁
。

（
則
）
宗
宮
信
次
『
名
誉
権
論
』
二
二
八
頁
（
有
斐
閣
、
増
補
版
、
一
九
六
一
）
、
幾
代
・
前
掲
注
（
２
）
八
七
頁
、
四
宮
『
事
務
管
理
・
不
当
利

得
・
不
法
行
為
中
巻
』
一
二
二
二
頁
（
青
林
書
院
、
’
九
八
三
）
。

（
皿
）
幾
代
・
前
掲
注
（
１
）
二
九
四
頁
、
最
判
昭
四
五
・
一
二
・
一
八
民
集
二
四
巻
一
三
号
二
一
五
頁
。
し
か
し
、
名
誉
感
情
の
場
合
に
も
、
名

誉
回
復
処
分
を
許
す
べ
き
と
す
る
学
説
も
あ
る
。
例
え
ば
、
野
村
好
弘
『
名
誉
侵
害
の
民
事
判
例
』
二
二
八
頁
（
有
斐
閣
、
’
九
七
二
）
、
一
一
一

島
宗
彦
「
判
批
」
民
商
六
五
巻
六
号
九
六
六
頁
、
四
宮
和
夫
「
判
批
」
法
協
八
九
巻
九
号
一
二
二
二
頁
、
五
十
嵐
清
『
人
格
権
論
』
一
一
二
頁

二
粒
社
、
’
九
八
九
）
。

（
岡
）
鯛
山
秀
夫
『
日
本
憤
権
法
各
論
下
』
八
七
八
頁
（
岩
波
瞥
店
、
’
九
二
四
）
、
末
川
博
『
権
利
侵
害
論
』
三
五
四
頁
（
日
本
評
論
社
、
一
九

四
四
）
、
宗
宮
・
前
掲
注
（
団
）
一
一
四
八
頁
、
我
妻
・
前
掲
注
（
３
）
一
一
一
一
七
頁
、
三
島
・
前
掲
注
（
３
）
二
五
四
頁
、
加
藤
一
郎
編
『
注
釈

民
法
（
蛸
）
』
一
八
五
頁
（
五
十
嵐
清
）
（
有
斐
閣
、
’
九
六
○
）
、
幾
代
，
前
掲
注
（
２
）
八
七
頁
、
幾
代
・
前
掲
注
（
１
）
二
四
八
頁
、
前

匁

田
達
明
『
民
法
Ⅵ
（
不
法
行
為
）
』
九
八
頁
（
腎
林
書
院
、
’
九
八
○
）
、
最
判
昭
四
五
・
’
一
一
。
一
八
民
集
二
四
巻
一
三
号
一
一
一
五
一
頁
。

（
“
）
堀
部
政
男
『
現
代
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
』
五
七
頁
以
下
（
岩
波
脅
店
、
’
九
八
○
）
、
竹
田
稔
『
名
誉
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
に
関
す
る
民
事

責
任
の
研
究
』
五
頁
（
酒
井
轡
店
、
一
九
八
二
）
。

（
弱
）
謝
罪
広
告
を
否
定
す
る
説
二
一
一
島
・
前
掲
注
（
３
）
三
六
四
頁
、
竹
田
・
前
掲
注
（
別
）
一
八
八
頁
、
幾
代
・
前
掲
注
（
１
）
二
五
○
頁
、

前
田
・
前
掲
注
（
岡
）
一
○
三
頁
。
謝
罪
広
告
を
肯
定
す
る
鋭
い
五
十
嵐
滴
「
判
批
」
『
マ
ス
コ
ミ
判
例
百
選
』
’
三
九
頁
、
五
十
嵐
・
田
富
。

前
掲
注
（
３
）
七
二
頁
、
野
村
・
前
掲
注
（
兜
）
二
三
五
頁
、
五
十
嵐
・
前
掲
注
（
塊
）
一
一
一
一
一
頁
。

と
の
こ
と
で
あ
る
。
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（
弱
）
幾
代
・
前
掲
注
（
１
）
二
五
ｏ
頁
。

（
印
）
幾
代
・
前
掲
注
（
１
）
二
四
六
頁
。

（
閉
）
安
次
富
・
前
掲
注
（
５
）
一
五
頁
以
下
。

（
胡
）
幾
代
・
前
掲
注
（
１
）
二
四
六
頁
、
謝
罪
広
告
の
鏑
求
に
対
し
、
取
梢
広
告
を
蕊
め
る
判
例
、
た
と
え
ば
、
東
京
地
判
昭
三
九
・
一
○
・
’

六
下
民
集
一
五
巻
一
○
号
二
四
六
頁
な
ど
も
、
同
様
に
、
取
梢
広
告
を
謝
罪
広
告
の
効
力
の
弱
い
も
の
と
見
て
い
る
と
解
さ
れ
よ
う
。

（
帥
）
安
次
富
・
前
掲
注
（
５
）
一
五
頁
以
下
。

（
□
）
句
・
ロ
ロ
目
》
シ
：
⑪
一
目
』
の
旨
の
一
三
巴
］
】
、
、
ご
ｍ
愚
田
口
、
ご
】
汗
の
曰
彦
の
目
、
の
コ
ン
ロ
肴
の
己
５
ｍ
い
す
：
一
・
戸
ロ
ロ
］
、
、
』
Ｐ
の
．
①
Ｓ
・


